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○日時 令和６年12月５日 午前10時04分開会 

○場所 議場 

○議件 

１．議案第１号 令和６年度網走市一般会計補正

予算中、所管分 

２．議案第８号 網走市宿泊税条例制定について 

３．議案第11号 公の施設の区域外設置及び利用

に関する協議について 

４．報告第１号 令和６年度網走市一般会計補正

予算に係る専決処分の報告につ

いて 

５．請願第16号 アプトフォー活性化のために、

フリースペースの設置を求める

請願 

６．「核兵器禁止条約締結国会議」へのオブザー 

バー参加を求める意見書提出要請 

７．企業・団体献金の全面禁止を求める意見書提 

出要請 

８．女性差別撤廃条約選択議定書の速やかな批准 

を求める意見書提出要請 

───────────────────── 

○出席委員（８名） 

 委 員 長    井 戸 達 也 

 委 員    石 垣 直 樹 

            小田部   照 

            澤 谷 淳 子 

            立 崎 聡 一 

            深 津 晴 江 

            松 浦 敏 司 

            山 田 庫司郎 

─────────────────────── 

○欠席委員（０名）    

─────────────────────── 

○議 長    平 賀 貴 幸 

─────────────────────── 

○委員外議員（１名）  古 田 純 也 

─────────────────────── 

○傍聴議員（６名）   栗 田 政 男 

            里 見 哲 也 

            永 本 浩 子 

            古 都 宣 裕 

            村 椿 敏 章 

─────────────────────── 

○説明者 

 副 市 長    後 藤 利 博 

 企画総務部長    秋 葉 孝 博 

 農林水産部長    佐 藤 岳 郎 

 観光商工部長    伊 倉 直 樹 

建設港湾部長    立 花   学 

 企画調整課長    佐 々 木  司 

総務防災課長    日 野 智 康 

 財 政 課 長    小 西 正 敏 

 税 務 課 長    稲 垣 一 寿 

 農 林 課 長    古 田 孝 仁 

 農林水産部参事    江 口 優 一 

 観 光 課 長    井 上 博 登 

 商工労働課長    中 村 幸 平 

 観光商工部参事    野 口 公 希 

 観光商工部参事    田 端 光 雄 

 建 築 課 長    小 原  功 

 営業経営課長    佐々木 修 司 

上 水 道 課 長    木 村 篤 史 

 選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局 長    高 井  秀 利 

 選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局 参 事    阿 部  昌 和 

   

○事務局職員 

事 務 局 長    岩 尾 弘 敏 

次 長    石 井 公 晶 

総務議事係長    和 田   亮 

総 務 議 事 係    山 口   諒 

 

午前10時04分開会 

○井戸達也委員長 ただいまから、総務経済委員会

を開会いたします。 

 本日の委員会では、付託されました議案３件、報

告１件、請願１件、要請３件について審査をいたし

ます。 

 本日の進行については、まず、企画総務部、農林

水産部、建設港湾部、水道部、選挙管理委員会関係

分の議案を、理事者を入れ替えしながら審査をいた

します。議案の審査が終わりましたら、請願、要請

の審査を行います。 

令和６年 網走市議会 

総 務 経 済 委 員 会 会 議 録  

令和６年 12 月５日（木曜日） 
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 それでは、議案第１号令和６年度網走市一般会計

補正予算中、一般管理費、庁用車両購入費及び財政

調整基金費、財政調整基金積立金について繰越明許

費補正も関連しておりますので、併せて説明を求め

ます。 

○小西正敏財政課長 議案資料４ページを御覧願い

ます。 

 令和６年度一般会計補正予算中、庁用車両購入費

及び財政調整基金積立金の歳入歳出予算の補正と繰

越明許費の設定について御説明申し上げます。 

 １の補正の理由及び内容でございます①の庁用車

両購入費では、新庁舎の完成を記念し、公用車購入

費用として受領した寄附金を活用し、公用車３台を

購入するものです。 

 なお、購入に当たっては、寄附金、国の補助金及

び交付税措置のある起債を活用いたします。 

 ②の財政調整基金積立金では、寄附金の残額を基

金に積み立て、今年度の起債償還財源といたします。 

 ２の補正額、（１）歳出予算、①庁用車両購入費

は1,820万円で、財源は、国庫補助金140万円、寄附

金610万円、市債860万円、一般財源210万円でござ

います。②財政調整基金積立金は640万円の追加で、

財源は寄附金でございます。 

 （２）歳入予算は、国庫補助金140万円、寄附金

1,250万円、市債860万円となっております。 

 ３、繰越明許費の内訳は、年度内の事業の完了が

見込めないことから、事業費全額を翌年度に繰越し

するものです。 

 説明は以上でございます。 

○井戸達也委員長 それでは、質疑に入ります。質

疑ございませんか。 

○深津晴江委員 それでは、質問させていただきま

す。 

 まず、1,820万で３台ということは、１台単純に 

600万かなと思いますと、結構高価な車だなという

ふうに考えますが、その車種とかその車の仕様につ

いてお伺いします。 

○小西正敏財政課長 ３台の車種でございますが、

市長公用車、共用車両につきまして１台でございま

すが、こちらはミニバンタイプの車両ですね。一応

トヨタのアルファードを想定しております。残り共

用車両２台ございますが、こちらにつきましては、

電気自動車、日産のリーフ、こちらが１台。もう１

台につきましては、トヨタのプリウスで、プラグイ

ンハイブリッド車ということを予定しております。 

 金額につきましては、まず、市長公用車のほうが

710万円、電気自動車、日産リーフのほうが670万円、

プリウスにつきましては440万円、合計1,820万円と

なっております。 

 その中でですね、日産のリーフ、こちら、電気自

動車につきましては、外部の給電装置というものが

ございまして、災害時に活用して外に給電ができる

装置がございます。こちらのほうの金額70万円も含

めました金額となっております。 

○深津晴江委員 どのようなものを購入されるかと

いうことについては理解いたしました。 

 これ、寄附を頂いてということなのですが、この

寄附の、一部新聞発表もあったかと思うのですが、

相手先などをお伺いしてもよろしいでしょうか。 

○小西正敏財政課長 寄附につきましてはですね、

法人が１社ですね。あと、個人として寄附された方

が１名で、団体が１団体という３つでございます。 

 具体的な名称でいきますと、網走建設クラブさん、

こちらが450万円、個人で松木様とおっしゃる方が

300万円、早水組様で500万円となっております。 

○深津晴江委員 新庁舎完成に絡んでの寄附を頂い

たということは、それはそれでありがたいことだな

というふうには思いますが、別にこれ自体を反対す

るものではないんですが、そこで車を購入しようと

いったところの、何ていうんでしょう、経緯という

のがありましたら教えてください。もともと車を購

入するための寄附っていうところだったんでしょう

か。 

○小西正敏財政課長 当該寄附につきましては、電

気自動車を購入していただきたいということで、具

体的な車種も指定して建設クラブさんのほうですね、

リーフを購入していただきたいということで御指定

いただきました。ということで、まず、そちらを購

入するという形です。 

あと、個人の寄附につきましても、電気自動車を

御購入いただきたいということで、こちらを活用さ

せていただくと。早水様のほうも車両に活用してい

ただくということで、こちら電気自動車という縛り

はございませんでしたので、電気自動車以外の市長

公用車のほうに充てさせていただくっていうことで

ございます。 

○深津晴江委員 指定されて寄附を頂くっていうこ

ともありかなっていうところはちょっと思いますが、

わかりました。 

 公用車については、どこの部とか課とか、今のよ
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うに共用で使うということで、今何か入れ替えると

いう考えなのでしょうか。追加するという考えなの

でしょうか。 

○小西正敏財政課長 こちらの車両につきましては

ですね、既存車両の更新ということで３台入れ替え

させていただくということでございます。 

 共用ということでございますが、新庁舎移転後に

車両が入ってまいりますので、こちらのほう新庁舎

の駐車場に置かせていただいてですね、各部署、市

長公用車はお客様の送迎など未使用時に活用させて

いただくっていうことと、共用車両につきましては、

職員の共用として各自予約しながら使っていくとい

うことを想定しております。 

○深津晴江委員 使い方については、理解いたしま

した。 

 それでですね、更新ということでしたら、今まで

の車はどのように処理されるのか、教えてください。 

○小西正敏財政課長 まず、市長公用車のほうなの

ですけれども、既存車両がエンジン故障ということ

で、もう活用できないということで、すでに廃車済

みでございます。残りにつきましては、プリウスが

計２台ございますけれども、こちらは耐用年数が過

ぎて走行距離もかさんで調子のほうもなかなかよく

ないものですから、こちらは購入時に引き去りとい

うかですね、そういったことで更新していくという

ことになります。 

○深津晴江委員 すみません。後半の部分をもう一

度お願いします。 

○小西正敏財政課長 失礼いたしました。 

 残りの２台につきましては、車両購入時に更新と

いうことで、引き去りということで持っていってい

ただくということで、想定しております。 

 購入車両の見積りというか、入札の際にですね、

そこを条件にして既存車両のということも入れます

ので、そこが見積価格に反映されてくるということ

を想定しております。 

○深津晴江委員 それでは、一部下取り金額、私た

ちも車を買うときに古い車をやると値引き額とかで

出てくるんですが、そういうイメージでよろしいで

しょうか。 

○小西正敏財政課長 見積価格にそういうのを含め

て入れていただくということで、委員お見込みのと

おりでございます。 

○深津晴江委員 わかりました。市長公用車が廃車

になっていたというのは、私も存じていなくて、市

長さん困っていたんじゃないかなというふうには思

いますが、ぜひ有効活用していただければなという

ふうには思います。 

以上です。 

○井戸達也委員長 ほかに質疑ございませんか。 

○松浦敏司委員 おおよそ深津委員が質問していた

だいたんですが、市長の公用車は、何年乗って何キ

ロぐらい走ったんでしょう。 

○小西正敏財政課長 既存車両につきましては、平

成21年車なので、16年経過でございます。走行距離

は約15万キロでございます。 

○松浦敏司委員 エンジンが壊れたということです

が、ちゃんと整備していたのでしょうかね、定期点

検を。あまり最近の車、15万キロぐらいでは壊れな

いはずなのですよ。それで、エンジンが傷むという

ことは、よほど乗り方が乱暴だったか、あるいはち

ゃんと定期的にオイル点検、オイル交換などをして

いなかったのかというふうに疑わざるを得ない。あ

と、あり得ると言ったら、エンジンそのものに欠陥

があったのかなと思ってしまうんですが、その辺は

しっかりやってきた結果、エンジンが壊れたという

ことでしょうか。 

○小西正敏財政課長 当然、法定点検でオイル交換

等、整備については行ってきたということでござい

ます。その中で、どうしてもエンジンがということ

で、整備工場にも見てもらって、エンジンを乗せ替

えたところ、他のところに不備が出るというところ

で、全部影響してしまうというお話も頂きましたの

で、やむを得ず廃車になったと聞いております。 

○松浦敏司委員 一定程度、理解はします。 

 ただ、ちょっと気になるのは、いわゆる新庁舎が

できる、完成を記念してというふうになると、誤解

を受ける。つまり、そこはわざわざ言わなくてもい

いというふうに、私は思うんです。更新時期が来た、

故障が起きて使えなくなったということから、入れ

替えるのだというふうにしたほうが、素直に受け止

められるというふうに思います。 

 それで、もう１つ、共用車の関係。いわゆる下取

りという形を取ったということなのですが、これも

２台入れ替えるということなのでしょうけれども、

これも老朽化ということで入れ替えるのかなと思う

んですが、これについてはどのぐらい、何年乗って

何キロぐらい走っている車なのか伺います。 

○秋葉孝博企画総務部長 まず初めのお話ですが、

新庁舎の開設を記念してということなのですが、こ
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れは、寄附者が新庁舎が完成しましたので、それを

記念して、寄附をしたいという申出があったことを

お話ししているだけで、私どもとして、開設を記念

して買うわけではありませんので、そこは御理解い

ただきたいと思います。 

○小西正敏財政課長 残りの２台のことでございま

すけれども、どちらも平成22年車なので15年経過と

いうことでございます。どちらの車両も13万キロと

17万キロ程度乗っているという車両でございます。 

○松浦敏司委員 それは２台ともおおよそ13万キロ

走っていると。２台とも平成29年に初年度登録の車

だということでよろしいですか。 

○小西正敏財政課長 29年度ではなく、平成22年度

でございます。 

○井戸達也委員長 マイクをなるべく近づけて。 

○小西正敏財政課長 平成22年度の車両なので、15

年経過している車両でございます。 

○松浦敏司委員 下取価格というのは、さっき込み

でというふうになっていましたけれども、下取価格

というのは、大体これぐらい乗ればそんなに高額で

はない、程度によって５万とか中には10万ぐらいと

かっていうのは、多分書いているんだと思うんです

けれども、その辺はどんなふうな金額になっている

かはわからないんでしょうか。 

○小西正敏財政課長 下取りについては、恐らくほ

とんど価格として出てこないということを想定して

います。 

○松浦敏司委員 金額が出てこないということです

が、他の委員も言っていましたけれども、プリウス

あたりは結構高い値段で下取りがあるということな

のですけれども、それにプリウスも下取りに出して

いるのでしょうか。 

○小西正敏財政課長 当該車両の発注時に、その車

両の引き去りということでお願いしますので、そこ

は、ディーラーさんがそこの価値があると見込まれ

ましたら、その分も想定した、引き去り分を差し引

いた部分で入札を入れてくると思います。 

○松浦敏司委員 いずれにしても高い、結構高い車

両なので、取りあえずは理解をするところですが、

大事に乗っていただきたいのと、やはり庁舎建設で

相当予算がオーバーしていますので、そういう意味

では、節約するところは節約するというふうにして

いかないと、市民の理解は得られないんだろうなと

いうふうに思うので、その辺はしっかりやっていっ

てほしいというふうに思います。 

 取りあえず、これについてはわかりました。 

○井戸達也委員長 ほかに質疑ございませんか。 

○山田庫司郎委員 皆さんから大体出尽くしたかな

というふうには思っていますが、網走市もゼロカー

ボン宣言をしたという経過も含めてですが、今回聞

きますと、電気自動車が１台ということでよろしい

んですね。２台になるんだ。できれば全て、やっぱ

りこれからの未来の車ということを含めて、価格が

どうなるか、一つ問題が出てくるかもしれませんが、

３台とも電気自動車というような方向も持つべきか

とは思うんですが、その辺どうなのでしょうか。 

○小西正敏財政課長 現在、市として、電気自動車

の購入に関しては具体的な台数の目標っていうのは

持ち合わせておりませんけれども、今後の車両台数

につきましては、新庁舎移転に伴い共同利用を開始

してまいりますので、まず全体的な台数の削減を行

っていくということを考えております。 

その上で、生じてくる車両更新につきましては、

基本的にはハイブリッド以上というか、そういった

ものも含めました、電気自動車も含めました更新を

考えていきたいところではございますけれども、ま

ずは冬季間の利用でですね、四駆設定とかバッテリ

ーのもちとか、そういったところも見たいところが

ございますので、まず共同利用の、冬季の使用状況

を特に注視しながら、今後の更新を検討していきた

いと考えております。 

○山田庫司郎委員 現状はわかりました。今回の一

般質問できっとまた触れることも、誰かの部分であ

るかもしれませんが、ゼロカーボン宣言をしている

経過も含めて。具体的ないろいろな部分については、

目標値を持っていかなければ駄目だというふうに思

っている部分もあるんでね。車の関係は今ないとい

う御答弁ありましたけれども、その辺も、公用車に

ついては何年に何台はこういうふうにしていくんだ

と、やっぱり方向性も持たなければならないだろう

と思うので、ぜひゼロカーボンに向けて、温暖化は

本当に待ったなしですから、ひとつよろしくお願い

したいと。  

 それと、細かいことで申し訳ありません。松浦委

員も言っていましたけれども、下取りとその見積り

の、いわゆる相殺という言い方がいいのかですが、

本来は下取りした金額は収入として得て、払うもの

は払うというのが一番見やすいんだとは思うんです

が、その辺はどうなのでしょうか、財政上。 

○小西正敏財政課長 委員おっしゃる考え方、歳入、
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歳出というところも理解できるところではございま

すけれども、車両購入時に既存車両の廃車も併せて

というのは、今までも行ってきたところでございま

す。なので、そこは入札価格に反映されるというこ

とで、財政上は問題ないと考えております。 

○山田庫司郎委員 恒例だという言い方は一つあり

ますけれども、切り替えるんだったら切り替えるべ

きかと。こんなことも含めてですが、全てのものに、

備品についてそういうふうに私は思っていませんけ

れども、やっぱり車もある程度高額なものになる場

合は、その辺のことも考慮するということも必要か

なと、こんなふうに。みんなが見やすいですから。

収入は収入として入りますし、出すものは出すとい

うことで。相殺という表現がいいかですが、その見

積りを取ったときに下取価格が何ぼ、そこで整理し

ちゃうというのも方法としてはあるのかもしれませ

んが、財政上はやっぱり明確にするべきだというふ

うにちょっと私は思うので、一つ要望としてお話し

しておきます。 

○井戸達也委員長 ほかに質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは次に、議案第１号中、消防費、消防組合

負担金について説明を求めます。 

○小西正敏財政課長 議案資料８ページを御覧くだ

さい。 

 令和６年度一般会計補正予算中、消防組合負担金

補正予算につきまして御説明申し上げます。 

１の補正の理由及び内容でございますが、網走地

区消防組合の予算中、当市分の負担金の補正となり

ます。 

 まず、歳出の要因でございますが、物件費では、

落雷による第２分団詰所機器補修などで929万4,000

円の追加。施設費では、消防本部庁舎建設に係る基

本設計などで4,724万3,000円の追加。議会費では、

旅費で23万4,000円の減となり、合計5,630万3,000円

の追加となるものでございます。 

 続きまして、歳入の要因でございますが、前年度

繰越金として1,636万1,000円の追加。消防本部庁舎

建設に係る組合債として3,060万円の追加。手数料

として31万2,000円の追加となり、合計4,727万3,000

円の追加となるものであり、歳入歳出の差引き903

万円を追加するものでございます。 

 ２の補正額でございますが、一般財源で903万円

を追加し、補正後の額を６億9,205万3,000円とする

ものでございます。 

 説明は以上でございます。 

○井戸達也委員長 ただいまの説明で、質疑等ござ

いますでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

よろしいですか。 

それでは、お諮りをいたします。 

議案第１号令和６年度網走市一般会計補正予算中、

企画総務部関係分は、全会一致により原案可決すべ

きものと決定してよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、そのように決定をいたします。 

 

○井戸達也委員長 次に、議案第８号網走市宿泊税

条例制定について説明を求めます。 

○稲垣一寿税務課長 議案資料26ページ、資料６号

を御覧願います。 

 議案第８号網走市宿泊税条例制定について御説明

申し上げます。 

 １、趣旨でございますが、持続的な観光振興を図

るため、新たな財源確保を目的に、宿泊税に関し、

必要な事項を条例で定めるものでございます。 

 ２、内容でございますが、第１条では課税の根拠

について、第２条では用語の定義について、第３条

から第19条までは事務手続につきまして、それぞれ、

課税客体及び納税義務者、課税免除、税率、徴収方

法、特別徴収義務者、申告納入の手続、特別徴収義

務者の登録、徴収不能額等の還付又は納入義務の免

除、更生及び決定の不足金額等の納入、帳簿の記載

義務、電磁的記録の保存、電子計算機出力マイクロ

フィルムの保存、電磁的記録または電子計算機出力

マイクロフィルムに対する条例の適用、賦課徴収の

関係法令及び網走市税条例の規定の適用、現行犯事

件に対応する間接地方税の指定、夜間執行に対応す

る地方税の指定、減免などに関する事項を規定して

おります。第20条では宿泊税の使途について、第21

条では違反行為の罰則について、第22条では規則へ

の委任について、それぞれ定めようとするものでご

ざいます。 

 ３、施行期日等でございますが、第１条は、条例

が可決した後に総務大臣の同意を得る必要があり、 

あらかじめ施行期日を定めることができないため、

規則に委任するものでございます。第２条は、施行

の日の宿泊からの条例の適用について、第３条、第

４条は、既存の事業者に対する経過措置について、

第５条、第６条は、北海道の宿泊税の徴収委任の場
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合について、第７条は、５年ごとの条例の見直しな

どについて定めようとするものでございます。 

 説明は以上でございます。 

○井戸達也委員長 ただいまの説明で、質疑等ござ

いますでしょうか。 

○松浦敏司委員 新たな税になるということで、こ

れは全ての宿泊者、つまり網走市民も含めて課税対

象になるということでよろしいでしょうか。 

○稲垣一寿税務課長 委員おっしゃるとおり、網走

市民を含めて課税対象となるものでございますが、

一部ですね、課税免除の要件に該当するものにつき

ましては、その方々につきましては免除という規定

がございます。 

○松浦敏司委員 子供たちもいますから、そういっ

た部分があるんでしょうけれども、どういった人た

ちが免除になるんでしょう。 

○稲垣一寿税務課長 課税免除の要件でございます

が、条例案の第４条に記載してございます、学校教

育法に規定する学校ということで、その学校で学習

指導要領などに基づく教育課程による学校行事が対

象ということで、例として言えば、学校全体で行わ

れる修学旅行、またそれに類する宿泊研修、そうい

うものが課税免除の対象になると規定しております。 

○松浦敏司委員 子供たちですからね。収入のない

人たちですから、それは当然だというふうに思いま

す。 

 それで、そこの対象ではない、例えば網走なんか

は、大学が合宿で網走に、ホテルに10日とか２週間

とか宿泊するということも大いにあるわけで、その

部分についてもこれは対象外になるということで、

この方たちからも宿泊税は頂くということでよろし

いですか。 

○稲垣一寿税務課長 委員おっしゃいますとおり、

教育課程のものではございませんので、宿泊税の対

象になるということで想定してございます。 

○松浦敏司委員 対象外ということですが、学生で

すからね。いわば親から仕送りを受けて、学生生活

をしている人たちにとって、合宿で行くとなれば、

それでなくてもかなりお金がかかる中で、新たな負

担という点では、これは親や大学なんかも含めて相

当負担が増えると結果としてなるというふうに思い

ます。 

 なぜ、あえてこの宿泊税を導入しようと考えたの

か、その辺を伺います。 

○井上博登観光課長 宿泊税でございますが、まず

は、持続的な観光振興を今後も推し進めるためには、

一定の観光財源の確保が必要と考えておりますので、

そういった経緯から宿泊税の導入を進めているとい

うところでございます。 

○松浦敏司委員 それで、予定している宿泊税とい

うのは、おおよそ年間どのぐらいの収入を目指して

いるのでしょう。 

○井上博登観光課長 税収のほうですが、宿泊人数

は約35万人を見込んでおりますので、１人当たり

200円掛ける35万円で、年間で7,000万円程度の税収

を見込んでおります。 

○松浦敏司委員 実は今、北海道も同じことを、宿

泊税というものを議論していまして、北海道の場合

は、１泊２万円未満の場合は100円、５万円未満は

200円、５万円以上は500円というふうになっていま

す。そうすると、網走に来た観光客なり、あるいは

旅行で、様々なことで網走に泊まるということにな

った場合、新たな負担というのが、最低でも網走と

北海道にいれば300円がかかる。ちょっといい部屋

に泊まれば、400円ということになる。僕らなんか

泊まることのない５万円以上というのも中にはいる

ので、そういう場合は700円というふうに。１泊で

これですからね。そういう意味では相当負担が増え

ることになると。網走市だけで年間7,000万の予定

をしているということですから、そういう意味では、

非常に、現時点でね、今日本国内的には労働者の賃

金というのは決して上がっていないし、今年の春闘

で若干大企業なんかは上がりましたけれども、それ

だって今、物価高ですっかり消えてしまったという

ことで、もう既にマイナスだというような話もあり

ます。大多数の国民、庶民は賃金が上がっていませ

ん。それから、年金生活者も年金額は上がっていな

い、実質下がっていると。こんな中で、果たして令

和８年までに景気が回復、労働者の賃金が大幅アッ

プなるかどうかはわかりませんけれども、現時点で

私は判断するには、これは相当、僕に言わせれば無

茶だなというふうに思うのですが、その辺はどんな

ふうに判断しているんですか。 

○井上博登観光課長 こちらは検討委員会でも議論

にはなりましたが、まずは宿泊される方が享受され

る行政サービスっていうものは、皆さん基本的には

一定のサービスを受けられるだろうというところか

ら、全ての宿泊者に広く御負担をお願いしたいとい

うふうに考えております。 

 あとは、頂いた税を活用して、そういった宿泊者
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の方が有益になるように活用のほうを進めていけた

らというふうに考えております。 

○松浦敏司委員 7,000万を有意義に使うというの

は、それはそれで、税を頂く側はそうかもしれない

んですけれども、負担する側からすると、やっぱり

負担になるわけですから、やっぱり決して喜ばれる

ものではないというふうに思います。入湯税も以前

からある、それはそういうものだというような思い

でいるからそうなるのかもしれませんが、新たな負

担ということで、宿泊税というのはやはり相当無理

があると。 

 最初に宿泊税を導入したのは東京だったと思いま

すが、この制度そのものが、税そのものが最近始ま

ったばかりのものなのですよね。大都市なんかを中

心に、あるいは観光地なんかでは導入をされつつあ

りますが、まだまだ始まったばかりというのが現状

だと思うのですね。そういう意味では、私は、北海

道に合わせて無理やり、この小さな網走で観光客が

やっと少しコロナ前に近づいてきているというふう

に、宿泊客も増えてきているという状況の中で、こ

の宿泊税を頂くということについては、私は同意で

きません。 

 以上です。 

○井戸達也委員長 ほかに質疑ございませんか。 

○山田庫司郎委員 反対の立場の発言がちょっとあ

ったんですけれども。 

宿泊税です。この趣旨については、観光振興を含

めて、その財源については約7,000万という先ほど

お話がありましたけれども、そういうものに向けて

いくということで、もちろん使われるわけですけれ

ども、道がやったから市もやるということではもち

ろんないとは思いますが、一つ、道がやることによ

って、きっかけができたのは確かだと思います。そ

ういう意味で、観光客に負荷をかけるっていうのは、

まあ、あまりいいことではないかもしれませんが、

泊まっていただくことによって、お金を頂いてです

ね、網走市の観光や宿泊に対して、いろいろな形で

やっぱりサービスの向上を図るということにつなげ

ていくということになると思いますから。 

具体的にどういうことをするかというのは、これ

から議論になると思いますけれども、金額が幾らが

いいのかということは一つあるにしても、私は、方

向性としては、この宿泊税については、致し方ない

という表現はしたくありませんが、逆に言うと道も

やるんですから、ぜひ市もやってですね、観光に力

を入れるという方向性は持つべきかなと、こんなふ

うに私は思っています。 

 それで、何点かちょっと聞きたいのは、この施行、

要するに実施をするのはいつからなのかと。規則に

定めるとかってここにうたっているのですが、１年

３か月を超えない以内に施行日を決めるということ

なのか。その辺なのですが、網走市としては道と一

緒に実施したいという考え方でいるのか、その実施

日についてちょっとお聞かせいただきたいと思いま

す。 

○稲垣一寿税務課長 施行期日が決まっていないと

いうことでございますが、委員おっしゃられたよう

に、網走市としては、北海道と同時期の令和８年４

月を目指して進めているところでございます。今回、

この定例会で条例案を可決していただければ、その

後、総務省との同意の協議に入りまして、令和７年

度中には遅くとも条例が施行できるというか、施行

する必要があるということで、今この12月から１、

２、３月で令和６年度が終わりまして、その後１年

間、令和７年度をもって、それで最大限ここまでと

いうことで、１年３か月以内という表現をさせてい

ただいているところでございます。 

○山田庫司郎委員 関係機関とは十分協議をした上

でですね、今回、議会に上程といいますか、提案さ

れているのだっていうふうにもちろん思いますから、

関係団体のほうは承諾を得ているということだとい

うふうに基本的に認識をしています。 

 それで、今説明あったように、令和８年に実施の

方向ということで、１年３か月を超えない中で施行

していくということになるんだと思いますから、今

回のこの議会で、ストレートに聞きますけれども、

もし上げるという表現がどうか、今回、議決しなけ

れば日程的には非常にきつい状況というのはあるん

ですか。そこ、ちょっとお聞かせいただきたい。 

○稲垣一寿税務課長 現在、北海道のほうも同じよ

うに定例会に提出しておりまして、なぜこのタイミ

ングで提出しているかということでございます。 

 まず、先ほど申し上げたように、議会で条例案可

決していただいた後に、総務省協議が必要になりま

して、これにつきましておよそ３か月程度と言われ

ております。 国のほうからは、新たな税の開始と

いうことなので、周知広報期間を１年程度持つのが

望ましいというようなお話が出ておりますので、そ

れで、令和７年度当初から周知広報に入れるように、

このタイミングで議会に上程させていただいたとこ



- 8 -

ろでございます。なので、先ほどおっしゃられたよ

うに、これがまた次になれば、市民の方、宿泊者の

方、事業者の方に対する周知広報の期間が短くなっ

てしまうということで、スケジュール的にはかなり

厳しくなるのはありますが、その場合は、改めてど

ういった方法がいいか協議、検討させていただきた

いと考えております。 

○山田庫司郎委員 いずれにしても、道に先駆けて、

倶知安町辺りでしたっけ、先に実施をしているとこ

ろは確かにありますけれども、道議会もまだ、最終

的には決まるんだろうというふうには思いますが、

まだすったもんだしている状況が道議会の中でもあ

りますから、どういうふうになるかということは見

極めなければならないことも一つあるにしても、今

説明あったように、網走市としては実施をしていき

たいと。そうなると、この12月議会で議決をしなけ

ればならないのか、年度内に議決をすればなんとか

間に合うのかも含めて、もう少し議論が必要なのか

どうかも含めてね、ありますけれども。 

 それで、合宿の話が先ほど出ていました。私もぜ

ひ合宿については、社会人と大学生を分けるという

のがどうかというのが一つあるんですが、網走市は

やはりスポーツ合宿に物すごく力を入れてきました

し、その後、文化的な、芸術的な合宿にも力を入れ

てきた経過がありますので、この合宿の対象は、や

はり私は外すべきかというふうにちょっと思うので

すが、この辺はどうなのでしょうかね。 

○井上博登観光課長 合宿の減免というところに関

しましては、検討委員会の中でも議論に挙がりまし

て、そこでもそういった委員と同じような御意見も

頂いたところではあるんですけれども、北海道も含

めてですね、そこは一般の形で徴収を北海道もされ

るという中で、我々としても使途の部分で、そこは

活用していこうというような意見のほうでまとまっ

たところでございますので、そのような形で進めて

いきたいと考えております。 

○山田庫司郎委員 道がという話ありますけれども、

やはり網走市のカラーを出してもいいんじゃないで

すか。合宿にはやっぱり今まで本当に力を入れてき

たと私は思っていますし、今、合宿する団体も含め

て減ってきていますから、スポーツ課を含めてまた

力を入れているんだろうと私は思いますから、そう

いうバックアップをするという意味でも、この宿泊

税については、合宿については、うちらは取りませ

んと。これぐらいのことを明言していってもいいん

じゃないかと思うのですが、いかがなものでしょう

か。 

○井上博登観光課長 ちょっと私のところで明言っ

ていうのはちょっとできませんけれども、まずは使

途の部分で有効活用していきたいというふうには考

えておりますので、最終的には、この条例も５年ご

とにですね、現況課題とかも見直すというような形

で進めていくものとしておりますので、まずはそう

いった形で進めていきたいというふうには考えてお

ります。 

○伊倉直樹観光商工部長 合宿に関しての減免のお

話が出ております。委員からもお話がありましたよ

うに、学生の合宿と社会人の合宿というのは、それ

ぞれ違う要素があるというふうに思っています。 

 それで、検討委員会を３回ほど開催する中で、合

宿の減免というのも議論の中には、俎上には上がっ

たんですけれども、まず一つあるのは、北海道が今

進めている減免の対象には、合宿というのは対象外

ということで聞いています。これがどうなるかはわ

かりませんけれども、そういった部分でいくと、取

扱いをする宿泊事業者の取扱いも、市は取らない、

道は取るというときの、例えば混乱があるというの

も、１つの懸念材料として挙げられまして、そこは

統一していただきたいという話もありました。 

 それで、あとは決め方として、ほかの町もそうで

すが、参考にしたのは、学校教育法に基づく学校行

事というのが減免の１つの基準ということで考えま

して、そこは検討委員会の中でも、皆さんの総意と

してそういう結論に至ったというところで、今回に

つきましては、合宿については、免除にはしないと

いうことにしました。 

 ただ今後、スポーツ合宿というのは、網走市とし

ても非常に推進している事業の１つでございますの

で、例えば今回の宿泊税に関しては免除対象としな

い一方で、例えば違う施策の部分で何か手当てがで

きるのかというのは、ちょっと今後検討材料として

は考えていきたいということでございます。 

 以上でございます。 

○山田庫司郎委員 逆に、道が実施するので足かせ

になっているのかもしれません。自治体がやりたい

ことがやれなくなっているんですよ。道議会でも議

論になるかもしれません。道は道で取るのはいいん

ですけれども、今説明あったように、逆に言うと足

かせになっているのだろう、これね。いろいろと大

きな問題だと僕は思いますけれども。 
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 ただ、今部長から言ったように、違う形での対応、

対策というのもまた可能かもしれませんし、大学生、

それから一般人、それと例えば網走マラソンで泊ま

る人をどうするかとか、いろいろなことに議論が広

がっていくのがいいかどうかもまた出てきますから、

非常に難しいんだと思います。５年に１回見直しも

きくからというから、それはそうですけれども、や

っぱり最初、スタートが大事ですから、しっかり議

論していかなければ私はならないのかなとちょっと

思いますので、自分が言うのも変ですが、皆さんか

らまた意見を聞きながら、もう少し議論させていた

だきたいと思います。 

○井戸達也委員長 ただいま松浦委員から反対と、

そして山田委員からは賛成ということでよろしいで

すかね。 

○山田庫司郎委員 いや、賛成の方向で議論してい

きます。ただ、中身によってはわかりません。 

○井戸達也委員長 ほかに委員から御意見ございま

せんか。 

○立崎聡一委員 宿泊税なのですけれども、早速東

京に行ったときにも、私も取られてきました。実際、

観光で、観光を産業としてやっぱりメインとしてや

っている町としては、やっぱりこれは一定の必要性

があるんだろうなというふうに理解はしております。 

 先ほど来ありましたとおり、大学生の合宿ですよ

ね。その部分なのですけれども、部長がおっしゃら

れたようなこともあるんだろうなというふうに思い

ます。そして、これは僕の個人的な考えなのですけ

れども、確かに大学生になって合宿まで来るという

ことを考えますと、もちろん大変状況は厳しい中で

も、来るのは来てやっていただけるんだというふう

には思います。そんな中で、できればないにこした

ことはないんだろうなというふうには思うんですけ

れども、やはりいろいろなことを考えていくと、必

要なものはやっぱり集めなければならないんだとい

うふうに思います。そこは考え方なのでしょうけれ

ども、北海道がやるのがきっかけなのかもしれない

ですけれども、なかなか取りづらい部分という、集

めづらい部分というのもあると思います、同時に始

めるというのは。 

 ただ、これを逃すとまたということもあるのかな

というふうに僕は考えますので、ここはいろいろな

ことを考えながら、そして５年ごとに見直すという

のもあるんですけれども、そこも含めまして、やは

り賛成という、ある程度仕方がないのかなというふ

うに思いますが、賛成という立場で意見を述べさせ

ていただきたいなというふうに思います。 

○井戸達也委員長 ほかの委員から御発言ございま

せんか。 

発言されていない方もよろしければ発言いただき

たいんですけれども。委員会を取りまとめるに当た

って、１名が明確な反対の意思を表明しているとい

うことで、ほか、賛成であれば大方ということで取

りまとめたいと思いますけれども。 

○石垣直樹委員 反対の委員が１人おられて、山田

委員から皆様の御意見を聞きたいということで、私

の考えを述べさせていただきますが、200円の根拠

は何なのか。基本的には賛成なのですけれども、本

来であれば、持続的な観光業を進めるために、網走

市にはさらなる財源がこれだけ必要だというもとが

あって、その上で35万人で考えていくと、これだけ

の費用が必要なので200円に設定したという説明に

なるかと思うんですけれども、もしこれから持続的

な観光をするために、こういうものをしたいからと

いう部分が抜けていて200円を算出したのか、それ

とも何か考えがあって200円を算出したのか、お聞

かせください。 

○井上博登観光課長 まず、網走の課題といたしま

しては、二次交通の部分でしたり、閑散期対策、人

手不足、そういったものを解決することが重要であ

るというふうに考えておりまして、そういったとこ

ろの部分で事業の拡充ですとか、新たな事業を推し

進めていくというところで今回、宿泊税を導入する

ことといたしました。 

金額につきましては、やはりですね、そのバラン

ス的な部分は当然考慮させていただきましたので、

北海道の金額ももちろんそうですし、周辺市町村の

導入に向けた状況等も参考にさせていただきながら、

一定の規模感としては200円が妥当ではないかとい

うところで推し進めてきたところでございます。 

○石垣直樹委員 よくわかりました。 

 もう１度、重複してしまうかもしれませんけれど

も、この宿泊税を取ることで、網走市の観光は今後

どうなっていくのですか。端的に教えてください。

どうしていきたいでもいいです。 

○井上博登観光課長 まず、先ほどお話をさせてい

ただいた、まずは課題として、大きなものとして二

次交通ですとか閑散期対策という部分がございます

ので、そういったところに、検討委員会の中でもお

話が出ておりますけれども、どこバスの充実ですと
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か、あとは外国人観光客の受入体制、そういったも

のを充実させながら、今ある網走の観光がですね、

発展できるよう執り進めていきたいと考えておりま

す。 

○石垣直樹委員 二次交通対策、閑散期対策がされ

て、観光業がより盛況になると、盛り上がるという

ふうに理解いたします。そのための宿泊税であると

いうふうに理解いたします。 

もう１点お伺いしますが、観光課の予算として

7,000万が単純に増えるのかなと思いますが、やる

事業ですとか、様々、7,000万円分増えてくるのか

なと思います。網走市としては、観光課にさらなる

人員の増員等、何かお考えなのか。それとも、現状

の既になかなか大変な課である観光課のところに上

積みで予算が来て事業が増えていくということにな

るのか、お示しください。 

○伊倉直樹観光商工部長 なかなか配置の問題とい

うのは、お答えにくい部分がございまして、１つ言

えますのは、これらの財源を使って、これまでにな

かった新たな事業を生み出して、そして経済の循環

を生んで経済の活性化をしていきたいというのが本

音でございます。そのために、事業というのは増え

るというようなことと、もしくは今やっている部分

のさらなるかさ上げになっていくと、人員も必要な

部分もあるかと思いますけれども、ただ現状として

はですね、今の体制のままで何とかやっている部分、

新たな事業に取り組んで、いい効果を生み出してい

きたいというふうに考えてございます。 

○石垣直樹委員 わかりました。期待しております。 

 以上です。 

○井戸達也委員長 ほかに御意見ございませんか。 

○深津晴江委員 基本的には、私は、やはり宿泊さ

れた方から頂くっていうのは、基本的には賛成です。

懸念としましては、頂いたお金をどのように使うの

かということで、今、石垣委員の質問で部長も御答

弁いただいたんですけれども、御説明いただいたん

ですけれども、条例の第20条で言いますと、今、具

体的に幾つかお示しされた部分が、この条例の20条

では見えないんですよね。 

 この第20条、読んでみると、地域資源の磨き上げ、

本当に網走、いろいろな資源がありますので、それ

を具体的にどのようにしていくのかっていう部分と、

受入環境の充実ってどういうことなのかなとか、今

御説明いただいたことと、この20条の使途というと

ころについて、なんかすごく曖昧なような気がしま

すので、なんかそこをもっと具体的、すごく細かく

しろと言っているわけではありませんが、条例です

ので、もう少し本当に、今観光をどうしたいのか、

それに伴って地域をどんなふうに活性化させるのか

ということについて、わかりやすく第20条を変えて

ほしい、していく必要があるかと思いますけれども、

いかがでしょうか。 

○井上博登観光課長 条例の中身についてでござい

ますが、具体的な中身については、条例の中身を基

に、今後、観光協会等と協議しながら、具体的な策

っていうのは予算案で提案していく形になるかとは

思いますが、まず、検討委員会の中で挙がってきた

ものとしてですね、先ほどの大きなテーマとしては、

地域資源の磨き上げと魅力向上、持続可能な観光地

づくり、受入環境の充実という、大きな項目でいく

とこの３点が、分野というか、そういった形では挙

がっておりまして。 

 さらに具体的な中身でいきますと、地域資源の磨

き上げについては、食文化を生かしたコンテンツの

充実、コンテンツツーリズムの創出、各種イベント

を通じた誘客促進などに税を活用してはいかがかと

いうことで頂いております。持続可能な観光地づく

りについては、閑散期の集客対策、デジタルマーケ

ティングと観光プロモーションの強化、観光ＤＸの

推進及び観光人材の育成確保、機動的な需要喚起に

備えた財源の確保といったところを御提案いただい

ております。また、受入環境の充実につきましては、

こちら二次交通の充実、宿泊施設や公共施設等の受

入環境整備支援などに活用していくのがよろしいの

ではないかということで、検討委員会のほうでは御

意見を頂いておりますので、この御意見を踏まえな

がら、今後の事業活用については、具体的な策を考

えていきたいと思っております。 

○深津晴江委員 いろいろと具体的なところが協議

会のほうからも提案というのかな、されていらっし

ゃるということがわかりましたけれども。 

 それで、基本的には収入で約、今のところ試算と

しては7,000万円。その中で収めるように、年度年

度、何ていうのかな、予算としては次の年になって

いくかとは思うのですけれども、何かそんなふうに

きちんと、それ以上にならないようにというのでし

ょうか、収入と支出がちゃんと同等になるようなっ

ているというお考えでよろしいでしょうか。観光を

いっぱいやっていくと、多分様々な状況、お金がか

かってくるかと思いますが、そこら辺はどのように
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管理されるかというところを教えていただきたいと

思います。 

○秋葉孝博企画総務部長 予算全体の話になります

ので、令和８年度の予算からになりますが、今のと

ころ歳入の見積りが7,000万円程度。今回、導入に

当たって、検討委員会ですとか市内の観光事業者の

皆さんの意見、これは観光課のほうでお話を聞いて

おりますので、それを受けながら、実際には令和７

年度に予算編成を組んでいくこととなります。基本

的には歳入に見合った歳出予算を組むという考え方

ですが、一方で、なかなか、コロナ禍がありまして、

いざというときに支援をしてほしいということもあ

りますし、一定金額を、7,000万を超えるような事

業が仮にあった場合には、これは基金を活用して、

５年に一遍ですとか、そうした事業を組むという考

え方もあると思います。 

 いずれにいたしましても、まず、具体的にどのよ

うな事業をやっていけるかという検討をした上で、

予算に当たりましては、それはその基金、今回の宿

泊税が仮に８年度から導入して、幾らで予想して、

その予算の歳出は何を組んだのか、結果、８年度で

すか、決算がどうであったかその残余については適

正に、細目と言うのですけれども、基金をもちまし

て、そこで残高が幾らある、こうしたものを明確に

しながら、それは今ここで具体的には答えられない

んですが、今申し上げたような方向で、そこはしっ

かり管理をして予算を組んでまいりたいと思ってお

ります。 

○深津晴江委員 予算というか、お金のことについ

ては理解いたしますので、なんか税金は、なんかど

んなふうに使われているかって、やっぱり市民、国

民にとってはなかなかわからない部分がありますの

で、ぜひ新たな税収入ということで言うと、やっぱ

り網走市としてはしっかりとそこの管理、お願いし

たいというふうに考えております。 

 以上です。 

○澤谷淳子委員 それでは、私も条例のことの、こ

れに反対するものは何もないんですけれども、１点

だけ確認させていただきたいのが、先ほど名前も挙

がっていたんですが、倶知安町とか道より先んじて

やっているところもあるということで、そこでは１

室幾らという決め方で、だから家族５人でも１室幾

らという宿泊税の取り方だったんですよね。それで、

ちょっと道は１人ということで、ちょっと大変、今

対立しているような。意見が合致しないということ

で。でも、当市は、道と市がばらばらだというのは

ちょっとということをさっき聞きましたので。ただ、

検討委員会の中で、１室幾らというような話とか、

試算とか出たということはなかったですか。 

○井上博登観光課長 検討委員会の中では、特にそ

ういった御意見はございませんでした。ある程度、

北海道の議論が先行しているところもございました

ので、宿泊事業者の混乱という部分は非常に皆さん

気にされているところでございましたので、網走市

としては定額制のほうがよろしいのではないかとい

うことで、意見のほうはまとまったところでござい

ます。 

○澤谷淳子委員 わかりました。 

 それで、仮にこの宿泊税があって、いろいろな外

国人観光客とかの環境整備という、市の環境整備と

いうこともあったんですが、駅からバスターミナル

までの長い歩道のところ、冬はガラガラを引っ張る

外国人の方が、道路にも平気で、車道をバンバン歩

いていて大変危険だったんですよね。だけれども、

お金はあっても、歩道をまずガラガラを引きやすい、

ブロックじゃない平らな歩道にするとか、歩道の除

雪をこまめにやるとかっていうのは、実際お金があ

っても厳しいかなとは思っているんですが、適切な

対処しながら、そのような細かいところの環境整備

なんていうのも年数をかけたらと思いますが、その

ようなことの意見はありましたか。 

○井上博登観光課長 あまり細かいところの、ちょ

っとお話まではあまり出ていないところではござい

ましたが、そういった受益を、実際お支払いをして

いただく方たちの有益になるように、そこはみんな

で知恵を絞って考えていこうというようなお話を頂

きました。 

○澤谷淳子委員 すみません、細かいことを聞いて。 

 以上です。 

○井戸達也委員長 それでは、この件についてお諮

りをしたいと思います。 

よろしいですか。発言ございますか。発言、ほか

にございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、お諮りいたします。 

 議案第８号網走市宿泊税条例制定については、大

方の賛成者により原案可決すべきものと決定してよ

ろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、そのように決定をいたします。 
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 それでは、ここで理事者入れ替えのため、暫時休

憩いたします。 

午前11時09分休憩 

午前11時25分再開 

○井戸達也委員長 それでは、再開いたします。 

 議案審査の途中ですが、ここでお諮りをいたしま

す。 

 桂陽高校アプトフォー活性化グループより提出さ

れております、請願第16号アプトフォー活性化のた

めに、フリースペースの設置を求める請願について

審査したいと思いますが、これでよろしいでしょう

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、今回、請願者より委員会での説明の申

出がありますので、説明聴取についてお諮りをいた

します。説明聴取することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

異議ありませんので、請願者から説明を聴取する

ことに決定いたしました。 

なお、説明の時間は５分以内とします。 

請願者は、請願説明席にお着きください。 

 それでは、請願者の根本さん、説明をお願いいた

します。 

○請願者 北海道網走桂陽高等学校2024年度課題研

究「アプトフォー活性化」グループ根本氏 北海道

網走桂陽高等学校３年商業課の根本真希です。よろ

しくお願いします。 

 私たち網走桂陽高校３年商業課、事務情報課の生

徒８名は、課題研究という授業でアプトフォーの活

性化についてをテーマに活動しています。 

次のページを御覧ください。まず、仮説です。ア

プトフォーが活性化すると網走はもっと活性化する

という仮説を立てました。 

次に、取組の目標です。アプトフォーに直結する

新市役所の完成に伴い、より魅力あるアプトフォー

にするという目標を立てました。 

次に、なぜアプトフォーを活性化させたいのかに

ついてです。１つ目は、網走のイベントごとはアプ

トフォーで行われることが多いため、ふだんからに

ぎわっているほうがいいのではないか。２つ目は、

昔のアプトフォーはいろいろなお店が入っていて、

若者が集まる場所になっていたので、それを復活さ

せたい。３つ目は、アプトフォーを活性化させるこ

とによって、観光客が増える、観光が売りの網走に

とっても活性化につながるのではないか。４つ目は、

活性化によって若者がアプトフォーに集まり、地域

の人との交流が増えるです。 

 次のページを御覧ください。このことから、私た

ちはいろいろな取組をしてきました。１つ目は、ア

プトフォーへの調査です。初めに、アプトフォーの

現状を把握しに行きました。そこでアプトフォーの

理事長さんとお話をしたところ、店舗の減少、跡継

ぎの問題、若者の減少などが深刻で、今後に不安要

素が多くあることがわかりました。そこで、アプト

フォーを盛り上げるとともに、調査を兼ねてコワー

キングスペースでのイベント開催を提案していただ

き、イベントに向け準備を始めました。 

 ２つ目はイベント開催です。イベントに当たって、

本田菓子舗さんに協力していただき、創作商品と私

たちが考えたオリジナル商品を販売しました。宣伝

を桂陽高校を中心に行ったため、高校生のお客さん

が多かったです。それとは対称に御高齢の方、知ら

ずに立ち寄った方の客足は少なく、アプトフォーの

現状を肌で感じる機会になりました。 

 ３つ目は、ＳＮＳの発信です。私たちの活動を広

めるために、インスタグラムのアカウントをつくり

ました。アプトフォーのお店のＰＲ動画を作成し、

お店に来たことのない人にも足を運んでもらう取組

を行っています。現在も毎日インスタグラムでアプ

トフォーに関する写真を投稿しています。 

次のページを御覧ください。４つ目は、新小清水

町役場へ視察です。私たちは、札幌の狸小路にある

空き地に目をつけていて、それを目標に活動してい

ました。小清水町に新役場ができたという話を聞い

て、実際に見に行ってきました。そこには私たちが

目指そうとしていたフリースペースがあって、それ

を見た瞬間にこれがアプトフォーに必要だなと思い

ました。 

５つ目は、新市役所へ視察です。新小清水町役場

を見た後に、網走の新市役所にも行ってきました。

目標は、新市役所に何ができるかの把握、自分たち

の考えに手助けしていただけることはないかを聞き

ました。結果は、新市役所の設計は既に決まってい

て、私たちが提案しても変わらない厳しい状況でし

た。そのため、アプトフォーの理事長、市議会に提

案することを視野に入れて行動していくことに決め

ました。 

６つ目は、新理事長さんと懇談です。アプトフォ

ーの理事長さんが変わったことから、新理事長さん

とお話をし、フリースペースの提案をすると、アプ
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トフォーの人たちでは資金面などにより実現が難し

いので、市議会に対する請願を後押ししてくれまし

た。イベントや宣伝など共に盛り上げたいと前向き

なお話を頂きました。 

 次のページを御覧ください。最後は請願です。最

後に、私たちの思いを市議会に伝えるために、請願

書を提出することにしました。網走の方針を決める

市議会で話合いをしていただくことで、地域の発展

に刺激を与えるとともに、フリースペースの設置ま

でたどり着きたいと考えました。下の図は、アプト

フォーの場所にフリースペースができたときの未来

予想図となっております。 

 最初のページにお戻りください。よって、以下の

２点を請願します。１つ目は、アプトフォーの空き

店舗を様々な人が休憩できる「フリースペース」や

「勉強スペース」として利用できるようにすること。

２つ目は、屋外に札幌の狸小路の「空き地」のよう

な広場の設置をすることです。 

 よろしくお願いします。 

○井戸達也委員長 ありがとうございました。 

 それでは、請願者退席のため、暫時休憩いたしま

す。 

午前11時31分休憩 

午前11時34分再開 

○井戸達也委員長 それでは、再開いたします。 

 請願第16号アプトフォー活性化のために、フリー

スペースの設置を求める請願について、委員の皆様

から見解をお示しいただきたいと思います。 

○小田部照委員 まずはですね、桂陽高校の生徒の

皆さん、アプトフォーの活性化というテーマで様々

な研究、取組、視察も含めてですね、本当に熱心に

やられてきていることに、本当に感激いたしました。

御苦労さまです。 

 そして、高校生から網走市議会への請願という形

で、私は議会に入ってから初めての経験でもありま

す。本当に、若者がまちづくりに参加するんだとい

う行動を表してすばらしい取組だなと感心している

ところです。ぜひですね、中身をしっかり精査して、

実現へ向けて議会も動いていくべきなのだと私は個

人的に考えておりますが、ちょっと確認、整理した

いので、紹介議員がいるのでわかる範囲で構いませ

ん。 

まず、この１つ目のアプトフォーの空き地店舗を、

様々な人が休憩できるフリースペースを利用できる

ようにしてほしいということなのですが、これ、既

存のナシタですとか、まちなか交流プラザも含めて、

そういうところをまた強化するというイメージなの

か、また別で、空き店舗を利用してこういうスペー

スをつくってほしいという中身の要望なのかを、ま

ず１つ整理したい。 

あと、網走市役所のほうにも視察に行かれたよう

でありますが、網走市役所、新しい新庁舎にも、２

階のほうにたしかフリースペース、小清水町の役場

も視察して、こういうのだというイメージとはちょ

っと違ったかもしれませんが、そういうＷｉ－Ｆｉ

も使えるようなスペースが、実はこれもあるんです

よね。新しくできることとなっています。その辺も

含めて、また新たなフリースペースをつくってほし

いという要望なのか。そして、もう１つの空き地の

利用ですよね。狸小路、これ多分、狸小路５丁目に

ある、今古くなった施設を壊して空き地になってい

るところに人工芝を敷いたりして、ソファーを置い

たり、椅子を置いたり、時にはイベントをやってビ

ールをあれしたり、ちょこちょこ若者も集まってス

ケートボードをやったりとか、僕も拝見して、すご

い施設だなと思って気にはなっていたんですが、こ

れも来年の春からは新しい商業施設が建つことにな

っていて、期間限定の空き地というような、イメー

ジ的には多分そういうことなのだと思います。そう

いう広場があって、若者やお年寄り、みんなが集え

る広場があるといいというようなイメージなのだと

思います。今網走で、四条通りで考えてみると、そ

ういう広場、空き地っていうのは、何て言いました

っけ、西三プラザ、セントラルホテルの裏の、よく

イベント、お祭りだとか開催するような広場、空き

地なのだと思います。あれを、要するに人口芝を敷

くのがいいのか、今もあずまやとかありますよね。

憩いの場として集まれるような整備をするのがいい

のかっていうイメージなのかも含めて 紹介議員、

わかる範囲でお答えできますか。 

○井戸達也委員長 紹介議員、できますか。可能な

限りでお答えいただければ。 

○古田純也議員 アプトフォー活性化という考えな

ので、アプトフォーに限り、空きスペースまたは空

き店舗の利用という形で、私は受け取っております。 

○小田部照委員 すいません。既存の、まず空き店

舗、空き地はもうそこしかないので、そこを整備す

るというイメージだと思うんですよね。まさか空い

ているテナントを壊して、広場にしろというイメー

ジではないと思うので。 
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もう１つ、フリースペースのほうなのですけれど

も、今、既存のナシタだとか、まちなか交流プラザ、

そして新しい庁舎にも、一部でありますけれども、

自由に市民が使えるフリースペース、Ｗｉ－Ｆｉも

整備されたゾーンというのも設けているんですけれ

ども、それ以外に、空き店舗を利用して新たなスペ

ースをつくってほしいというような思いなのか、そ

れとも既存のものを強化して、もっとみんなが利用

しやすくしてほしいというイメージなのか、その辺

どうですか。 

○古田純也委員 私は既存のものを利用するという

ふうに受け取っております。 

○小田部照委員 これはちょっと大事なところだと

思うので。今あるナシタ、そしてまちなか交流プラ

ザ、これをもっともっと工夫して、もっと若者でも

年寄りでも利用しやすいスペースにするという方向

であれば、そんなに難しいことではないと思います、

この要望に対して。 

 新庁舎でもそういうスペースをもっと、もう場所

やスペースは決まっていますけれども、ベンチを置

いたりだとか、いろいろな工夫はこれからも要望が

あればできますので、それも含めて、既存のフリー

スペースについては、強化するようにという要望に

は、すぐにでも答えられる、次年度から答えられる

ような範囲であると僕は思っているんですけれども。 

 ただ、新しい空き店舗を、新たにどこが支度する

かも含めて、フリースペースを新たにつくるとなる

と、またちょっとハードルがあるのかなというとこ

ろなのですけれども、紹介議員、この既存のあるも

のを工夫して利用するというイメージでよろしいん

ですね。 

○古田純也委員 既存のものも、実際使用料がかか

ったりだとか、そういう面もありますので、その辺

の配慮をいただきながら、うまく活用できるような

スペースを望むというふうに私は受け取っておりま

す。 

○小田部照委員 ちょっとこの文面では、新たなス

ペースをみたいな話にもなっていましたので、あれ

なのですけれども。 

 いずれにせよ、きちっと精査して、せっかく高校

生の皆さんからこういう請願が来たということで、

きちっと議論を進めながら、実現に向けて私は取り

組んでいくべきだと思いますので、ぜひ採択してい

ただきたいと思います。 

○澤谷淳子委員 私も、先ほど、たったお一人で請

願の文章を読み上げていただいて、勇気がいっただ

ろうなと思って、本当にお疲れさまでしたと申し上

げたいと思います。 

それで、小田部委員の言うように、高校生もいろ

いろちゃんと視察して、このように考えてくれたと

いうことで、私たち議員も実は、都城市というとこ

ろに町なかの使い方について視察してきたばかりで、

全くこのようなことを実際にやっている町もありま

した。高校生によってカフェも運営されて、ただ、

都城市は、街の中に大丸百貨店跡を使った大きな立

派な図書館があって、その図書館が人気過ぎて入り

きれない高校生が、自分たちでカフェを運営して、

そしてそこでまた勉強をしたり、集うようになった

というような話も聞いておりますので、やっていな

い町はないんだなと思いながら。 

先ほど請願者の方も言っていましたけれども、既

に網走市は新庁舎がもう開設の運びになってしまい

ましたので、ただ、新庁舎も、キャノピーというの

でしょうか、何だっけ、テラスというか、その上っ

て何かベンチとか椅子とか置いてあるんでしたっけ。

それは新庁舎開設準備室じゃないとわからないです

よね。そこもフリースペースで十分、皆さんが冬は

寒くて外には出ないかもしれないんですけれども、

新庁舎も少しそういうスペースが増えていたり、今

言うように、既存のナシタや交流プラザとかも、も

うちょっと交流プラザ、明るくきれいにしてくれれ

ばいいなと前から思っていたんですけれども、そう

いうようなことも検討はできるなと思いました。 

以前、石垣委員が、あそこの下水道、大下水が下

に走っているから、なかなかちょっとその有効スペ

ースを整備しづらいという話は聞いたんですけれど

も、それも含めて、市のほうに検討していってもら

いながら、みんなが利用できるような、ちゃんと環

境整備っていうか、若い人も立ち寄れるようなとこ

ろにしていければいいなと思いまして、ぜひ採択を

していいと思います。 

○井戸達也委員長 ほかに御意見ございませんか。 

○深津晴江委員  高校生さんが本当にこのように

請願を出して、そこに行き着くまでには、大変な御

苦労とか、ほかの方たちのいろいろな協力があって

請願を出されたと思いますので、基本的には採択で

というふうに考えております。 

 この請願の内容を見ますと、場所をつくればいい

のか、というところなのですよね。場所でしたら、

既存の、あとは新庁舎の一部を使っていくというこ
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とでよしとするのか。あと、取組の目標を見てみま

すと、より魅力あるアプトフォーにするというとこ

ろですので、場所を作れば魅力的になるとは私は考

えておりませんので、場所を作った上で、じゃあ高

校生さんを始め、いろんな市民の方たちが活性化に

取り組むというところまで考えていらっしゃるのか

なというふうには思うんですが、まずは場所をつく

っていかないと企画していくというのは難しいかと

思いますので、基本的には採択でお願いいたします。 

○井戸達也委員長 ほかに御発言ございませんか。 

○松浦敏司委員 私も長いこと議員、26年ほどやっ

ていますが、高校生がこういう形で市議会に請願を

上げるっていうのは、私も初めての経験です。非常

に立派な発言でもありましたし、ここで請願の全文、

あるいは記の中で２つ書いてあります。大変苦労し、

現地もしっかり見ながら、そしてこの請願をつくり

上げたんだというふうに思っておりまして、非常に

関心をしているところです。 

 やはり大事なことは、この請願の中で言っている

内容を市がしっかりと受け止めると。我々議会もし

っかり受け止めると。そしてそれを、全てがやれる

とは思いませんけれども、この中で今やれること、

それから中期的、長期的にやれることなども含めて

しっかりと考えていく。そういう意味でこの請願を

生かしていくべきだというふうに考えますので、私

はこの請願には大いに賛成であります。 

 以上です。 

○立崎聡一委員 桂陽高校の皆さん、本当に御苦労

さまでした。ここまで来るのは大変だったと思いま

すし、いろいろな方の本当にお力を借りたんだろう

なというふうに思います。書かれていることも、本

当に大いに今後網走の町をどうしていきたいのかっ

ていう思いは伝わってきますので、この請願自体は

採択という方向で考えております。 

 ただ今後、先ほど深津委員もおっしゃっていたと

おり、場所ができればそれで活性化につながるのか

といったら、そこはちょっと違うんだろうなという

ふうに僕も思うのはあります。ただ、せっかくここ

まで頑張ってきたということに関して言えば、そこ

はもう本当に敬意を表するものであり、今後、桂陽

高校の皆さんも一緒になって、私たちと一緒になっ

てまちづくりの方向性をいろいろと考え、もちろん

そこには行政も絡んでくるでしょうし、いろいろな

ところの人たちのいろいろな意見が出てきて、どう

いった形にしたらいいのかというのがもっと具体的

に多分出てくるとは思うのですけれども、議論して

いく必要があるんだろうなというふうには思います。 

 取りあえず、採択ということでいきたいと思いま

す。 

○井戸達也委員長 採択という意見でございますけ

れども。 

○山田庫司郎委員 皆さんも言われているように、

本当に御苦労さまだというふうに思います。 

 桂陽高校の皆さんにはですね、議会報告もさせて

いただいて、何か親しみがある感じがしますし、今

回も立派に説明も含めてされまして、これからの網

走のまちづくりを担ってくれる期待もさせていただ

きたいなと、こんなふうに思うわけですが。 

 今回の請願について、当初、小田部委員からもち

ょっと確認含めてありましたけれども、既存に、新

しい庁舎の中にもスペースができますと。町の交流

プラザも一ついろいろな意味で、この間も、あった

かよじょうのときにも桂陽高校の皆さんが来てです

ね、物も含めて売っていただいている経過もありま

すし、あとナシタという施設もある。それと、野外

のスペースでいえば、西三プラザの話も出ていまし

た。これも、西三プラザをもう少し改修して、いい

スペースにプラザ、集合場所みたいな形にしていく

のも一つかなと思います。 

ただ、新たにやっぱり、今空いている店を購入し

て借りるなりして、そこを改修してスペースをつく

るのか。それとも、今ある既存の施設をいろいろな

形で、改修も含めて再利用していけばいいのか。ナ

シタの利用料も、やっぱり高校生に対しては非常に

高いような話も聞いていますから、安くすればまた

いいのかとか、いろいろな角度からちょっと議論さ

せていただいて、アプトフォーがやはり活性化をす

るという視点で頑張っていただいていますから、そ

の視点を私どもしっかり受け止めて、どういう形で

これから進めばいいのか、しっかり私たちも含めて

議論をさせていただきたいと思いますが。 

まず市長に、請願を採択して、市長のほうにこれ

を提出させていただいて、ぜひ市のほうでも前向き

に検討いただく流れをつくっていくべきだというふ

うに思いますから、ぜひ採択をしていただきたいと

思います。 

○井戸達也委員長 ほかに発言ございませんか。 

○石垣直樹委員 桂陽高校の皆様、本当にお疲れさ

までございました。 

 授業で行ったのかもしれませんけれども、成果物
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として網走市に請願を出されたと。高校生のときか

らこのように町の課題に取り組み、高い意識を持っ

ているというのはすごくいいことだと思います。桂

陽高校のＯＢとしても、うれしく思います。 

 ただ、議員の皆様からは厳しい御指摘等もござい

ました。しかしながら、これらは議論を重ねること

で解決できることだと思います。また、皆様の考え、

思いは私たちも十分共有しております。同じ方向を

向いて一緒に取り組んでいけるかと思います。ここ

から先は、私たち大人の議員の、そして行政の仕事

となるのか、それとも桂陽高校の皆様と一緒に進ん

でいくのか、どうなっていくのかはまだわかりませ

んが、まずは、この請願をしっかり網走市議会とし

て採択して受け止めるという段階では、採択で考え

ております。 

○井戸達也委員長 それでは、お諮りをいたします。 

請願第16号アプトフォー活性化のために、フリー

スペースの設置を求める請願については、全会一致

により採択すべきものと決定してよろしいでしょう

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、そのように決定をいたします。 

 ここで一旦、請願の審査から、議案の審査に……

失礼いたしました。 

経過及び結果の報告を請求するか否か、これにつ

いても皆さんにお諮りをいたしたいと思いますが、

請求するという形でよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 そのように決定いたします。 

それでは、請願第16号については終了といたしま

す。  

続きまして、議案の審査に一度戻ることといたし

ますが、よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

ここで暫時休憩いたします。 

午前11時53分休憩 

午前11時54分再開 

○井戸達也委員長 それでは、再開いたします。 

議案の審査を続けます。議案第１号令和６年度網

走市一般会計補正予算中、農業振興費、農業者サポ

ート事業補助金について説明を求めます。 

○古田孝仁農林課長 それでは、議案資料１号の６

ページを御覧願います。 

 令和６年度一般会計農業振興費、農業者サポート

事業補助金について御説明申し上げます。  

 １の補正の理由及び内容でございますが、農業者

への支援を目的とする本事業につきまして、当初の

想定を上回る申請がありましたことから、補助金を

追加補正するものでございます。 

 ２の補正額でございますが、（１）歳出及び

（２）歳入ともに380万円を新たに追加補正するも

ので、財源は全額がふるさと寄附基金の繰入金でご

ざいます。 

 説明は以上でございます。 

○井戸達也委員長 それでは、質疑に入ります。質

疑ございませんか。 

○深津晴江委員 確認させてください。 

 補正前の予算で、何件というのでしょうか、法人

なのか、いろいろあるかと思うんですが、使われて

いて、今回の想定を上回る申請ということですので、

どのぐらいがプラスで申請されているのか教えてく

ださい。 

○古田孝仁農林課長 当初予算では900万円という

ことで予算計上させていただいておりまして、補助

金のスキームといたしましては、最大30万円を上限

としておりますことから、30件というところでござ

いました。 

実際申請がありましたのは、全部で件数では48件

ございまして、それで、補助金の額といたしまして

は1,280万円でございますので、それを割った額に

なるのでちょっと……30万弱というか、20万台後半

ぐらいのおおむね皆さん最大限の事業を活用してい

ただいた件数で48件ということでございます。 

○深津晴江委員 それで、やっぱり使っていただく

のは大変ありがたいなというふうに考えているんで

すが、具体的な内容というんでしょうかね、どのよ

うに御利用されているのかというところを教えてい

ただいてもよろしいでしょうか。 

○古田孝仁農林課長 補助の対象としている取組ご

とで御説明させていただきますと、農業ＤＸ関係と

いたしまして19件。主な内容といたしましては、自

動操舵システム13件、あとドローンの購入が３件、

あとＧＰＳ付きのコンバイン等の購入などでござい

ます。 

あと、講習会等の技術取得……すみません。カー

ボンニュートラル経費といたしまして、畜舎照明の

ＬＥＤ化が１件。あと、雇用労働確保といたしまし

て、求人アプリ広告に取り組むということで、それ

が１件。あと、家畜伝染病予防経費といたしまして、

畜舎に石灰塗布したというものが１件。 
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あと、鳥獣害防止経費といたしまして、こちらが

鹿を寄せつけないような、商品名になりますがハイ

パー鹿ソニックが15件。あと電気牧柵の設置が９件

等で、全体で25件。 

その他といたしまして、畜舎にミスト、酷暑対策

としてミスト機能を設置したというものが１件。合

わせまして48件という内容でございます。 

○深津晴江委員 様々なところで使っていただいて

いるということで、少しでも農業者の方が有効に使

えるというところでは、大変うれしいなというふう

に思いますので、理解いたしました。 

○井戸達也委員 ほかに質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、お諮りをいたします。 

 議案第１号令和６年度網走市一般会計補正予算中、

農林水産部関係分は全会一致により原案可決すべき

ものと決定してよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、そのように決定いたします。 

 ここで昼食のため、暫時休憩といたします。 

午前12時00分休憩 

午後１時00分再開 

○井戸達也委員長 それでは、再開いたします。 

 次に、議案第１号中、建築総務費、住環境改善補

助金について説明を求めます。 

○小原功建築課長 議案資料１号の７ページを御覧

願います。 

 令和６年度一般会計建築総務費、住環境改善補助

金の補正予算について御説明いたします。 

 補正の理由及び内容でありますが、本補助金は、

住環境の改善を目的とし、市民が住宅の改修を行う

場合にその費用の一部を助成するものでありますが、

予想を上回る申請が見込まれることから、次の経費

を追加補正し、併せて北海道の補助金が追加配分さ

れたことに伴い、財源補正を行おうとするものであ

ります。 

 経費使途は、住環境改善工事費にかかる補助金で、

金額は400万円を計上するものであります。 

補正額でありますが、補正前の額が3,800万円で、

補正額が400万円、補正後の額が4,200万円となり、

財源内訳につきましては、道補助金が686万9,000円

となり、一般財源が286万9,000円の減となるもので

あります。歳入予算は記載のとおりであります。 

 以上でございます。 

○井戸達也委員長 それでは質疑に入ります。質疑

ございませんか。 

○澤谷淳子委員 それではまず、これまでのエアコ

ンとかもみんな入っているのかもしれないんですけ

れども、実績と今回の追加の分は、やはり工事費の

10％、３万円上限とか、そういう内容もちょっと教

えてもらってもいいですか。 

○小原功建築課長 11月末現在の申請実績でありま

すが、全体で786件で3,755万5,000円の補助となっ

ております。それで、今回の補正の400万円の額に

ついてですが、９月に補正をさせていただいたとき

には予想できなかったんですが、夏以降にですね、

窓の断熱改修の補助を申請される方が大きく増えま

して、それらの方の対応分ということで、400万円

を追加要望させていただいているところでございま

す。 

○澤谷淳子委員 その窓の断熱改修も、工事費の

10％、３万円上限でよろしいでしょうか。 

○小原功建築課長 工事費の10％で、一般世帯は上

限10万円ですが、子育て世帯は20万円、空き家改修

は30万円などのタイプ別に上限額は決めております。 

○澤谷淳子委員 それではこれ、持ち家の方という

か、その住宅なのですけれども、例えば、貸家にし

ている大家さんが、貸しているんだけれども、窓の

断熱とかやってあげようというのも、大家さんも借

りることはできるんですか。 

○小原功建築課長 本補助金の対象は、自己所有で、

自己で居住されている方を対象としております。 

○澤谷淳子委員 ちょっと言い間違えました。わか

りました。ありがとうございます。 

○井戸達也委員長 ほかに質疑ございませんか。 

○山田庫司郎委員 非常に利用が多いということは、

いいことだというふうに思います。 

 それで、今ちょっと、窓の整備をすることによっ

て件数が増えたというお話がありましたけれども、

きっと国の補助で事業をやっているおうちもあると

思うんですが、この事業は、国の補助は補助と、そ

して市の補助は市の補助ということで、これはダブ

ルで補助対象になるということで確認させていただ

いていいですか。 

○小原功建築課長 現在、国のほうでは、先進的窓

リノベ2024事業というのを行っております。本市の

本事業につきましては、国費を財源として入れてご

ざいませんので、国費が入っても市の補助は重ねて

取れるということでございます。 

○山田庫司郎委員 わかりました。非常にいいこと
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だと思います。 

 ただ、ちょっと細かいことでお聞きしたいのは、

例えばですね、100万お金が工事費かかりますと。

これ国の補助が約半分ぐらいある事業もあるので、

50万補助が出ましたと。そうしたら100万に対して

市は補助を考えるのか、国の補助をもらった後の残

額に掛けて補助をするのか、その辺どうなのでしょ

うか。 

○小原功建築課長 工事費の額に10％ですので、今

の例でいきますと、100万円に10％が市の補助にな

ります。 

○山田庫司郎委員 わかりました。ありがとうござ

います。 

○井戸達也委員長 ほかに質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、お諮りいたします。 

 議案第１号令和６年度網走市一般会計補正予算中、

建設港湾部関係分は全会一致により可決すべきもの

と決定してよろしいでしょうか。 

〔「よし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、そのように決定いたします。 

 ここで暫時、理事者入れ替えのため休憩いたしま

す。 

午後１時06分休憩 

午後１時07分再開 

○井戸達也委員長 それでは、再開いたします。 

 次に、議案第11号公の施設の区域外設置及び利用

に関する協議について説明を求めます。 

○木村篤史上水道課長 議案資料30ページ、資料９

号を御覧ください。 

 議案第11号公の施設の区域外設置及び利用に関す

る協議について、御説明をさせていただきます。 

 １の提案理由ですが、大空町の公の施設を網走市

の区域内に設置すること、及び網走市の公の施設を

大空町の住民の利用に供することについて、地方自

治法第244条の３第１項及び第２項の規定により大

空町から協議があったため、同条第３項の規定によ

り、議会の議決を求めるものでございます。 

 ２の大空町が設置する公の施設は、網走市の導水

管の分岐部から大空町内への連絡管及びこれに付随

する施設でございます。設置の場所は記載のとおり

です。 

 ３の大空町が利用する公の施設は、第１水源地及

びこれに付随する施設、第３水源地及びこれに付随

する施設、第１、第３水源系導水管の水源地から大

空町分岐までの区間及びこれに付随する施設でござ

います。施設の場所は記載のとおりです。 

 ４の設置及び利用の目的ですが、水道施設の共同

化により大空町への原水の供給を行い、女満別地区

の水質改善及び相互の経営効率化を図るためでござ

います。 

 ５の原水供給の概要につきまして、２ページ後ろ

の概要図を御覧ください。この概要図は、網走市と

大空町女満別の水道の概要を図に表わしたものです。 

まず、網走市の現状ですが、藻琴山のふもとにあり

ます第１、第３水源地では、そのまま飲めるとても

良質な水が１日当たり１万2,000トン湧いています。

そのうち１万トンを桂町浄水場に送っておりまして、

2,000トンの湧き水が現在余っている状況です。市

内への水道水の供給は、現状の１万トンの流入量で

十分余力のある状況でして、給水人口が減少してい

く将来的な予測からも、１万トンから増加すること

は考えにくい状況となっております。 

 次に、大空町女満別の現状ですが、女満別地区の

水道水は井戸の地下水を原水としており、この水を

昭和浄水場で処理して水道水を供給しています。資

料にも記載しておりますが、原水としております井

戸水の水質の問題から、水道水として処理する際に

多くの薬品を使用するなど、高い維持管理費が課題

となっており、利用者からも水質改善を求められて

いるというのが現状となっております。今回の原水

供給は、こういった課題を改善するために大空町か

ら協議を受けて進めているものでございます。 

 次のページが原水供給の概要です。内容としまし

ては、網走市の導水管と女満別の昭和浄水場を連絡

管で結び、昭和浄水場に第１、第３水源地の原水を

供給できる仕組みを整備するものです。このことに

より、昭和上水場で井戸の原水と第１、第３水源地

の原水を混ぜ合わせて処理することが可能となり、

その効果として維持管理費の縮減と水質改善が見込

める内容となっております。 

 大空町への原水の供給は令和12年度の開始を目標

としており、供給量は１日当たり1,000トンを計画

しています。水源地での流水量が１日当たり１万

2,000トンですので、供給後も桂町浄水場への１万

トンの流入量に変化はなく、市内への排水には影響

しないものと考えております。 

 資料前のほう、２ページ前の位置図を御覧くださ

い。先ほど説明した原水供給の概要を地図に記した

ものです。図の右側が水源地がある藻琴山、左側が
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網走市内になります。第１、第３水源系の導水管と

女満別の昭和浄水場を結ぶ連絡管は、緑色の破線に

なります。分岐箇所は黄色い丸で記した箇所で、現

在新しく入れている導水管から分岐する計画となっ

ています。赤線で記した新しい導水管の区間は、令

和９年度に供用を開始する予定となっております。

大空町への原水供給に当たり、第３水源地から分岐

箇所までのピンクの線で記した区間が、網走市と大

空町が共同で利用する区間となります。 

 資料のほう、最初のページに戻っていただきたい

と思います。続いて６の経費の負担ですが、大空町

が設置する施設の建設に要する費用は大空町の負担

とし、大空町が利用する施設の建設及び維持管理に

要する費用の負担については、計画流量比により大

空町が網走市に負担金として支払うものといたしま

す。 

 ７の今後のスケジュールについては、記載のとお

りでございます。 

 説明は以上でございます。 

○井戸達也委員長 ただいまの説明に対し、質疑等

ございますでしょうか。 

○深津晴江委員 私自身も、大空町の町民さんから

水質が悪いというふうにお話を聞いたことがありま

すので、網走市に影響がないのであれば、いいこと

なのかなっていうふうに基本的には考えています。 

 それで、大空町さんのこの井戸水と、網走から上

げて昭和浄水場へということなのですけれども、そ

れで水質改善は見込めるということで、大空町さん

からの協議があったのでしょうか。 

○木村篤史上水道課長 委員おっしゃられたとおり、

その水質改善を求めて大空町から協議があったもの

でございます。 

○深津晴江委員 これは大空町さんのことなのかも

しれませんけれども、ちなみに、余っている部分、

網走が余っている分を分けるっていうことになると、

大空町さんとしては、その井戸水とパーセントとし

てはどのぐらいの比率になっていくのでしょうか、

というのがおわかりであれば教えてください。 

○木村篤史上水道課長 大空町の担当者から伺った

話によると、大体大空町の平均的な排水量が１日

1,600トンというふうに伺っておりますので、原水

を供給した場合には、そのうち1,000トンが網走の

原水を使用することとなるというふうに伺っており

ます。 

○深津晴江委員 それでは、半分以上というか、か

なりの割合で供給できるということだというふうに

受け止めました。 

 それで、結果的に原水を分け与えるというところ

なのですが、網走市への、何ていうのでしょうかね、

収入というのでしょうか、工事費に関しては、建設

とか維持管理に関しては大空町ということなのです

が、何でしょうか、網走市に入ってくるお金という

のが存在するのかどうか教えてください。 

○佐々木修司営業経営課長 資料のほうの６番、経

費の負担というところにも記載しておりますけれど

も、建設にかかる費用については、全て大空町さん

のほうで負担した上で進めるということでして、あ

と維持管理費等につきまして、この図で示しました

ピンクの区間の部分を、網走市と大空町で共同で使

用していく形になりますので、この区間にかかった

建設費の減価償却費を計画流量比で割りまして、そ

の分を負担していただくのと、あと維持管理費、若

干かかりますので、その分につきましても計画流量

比で負担していただくというような計画で今協議を

進めているところでございます。 

○深津晴江委員 この６番の経費の負担というとこ

ろは理解しているつもりなのですが、今一度、その

計画流量比というところについて御説明いただけま

すか。 

○木村篤史上水道課長 資料概要図の最後、原水供

給をしたときの概要図を見ていただきたいと思うん

ですけれども、原水供給した場合ですね、その第１、

第３水源地から網走市は１万トンの流入をして、大

空町へは1,000トンで、合計１万1,000トンの原水が

流れるわけですけれども、その比ですね。なので、

１万1,000トンに対しての1,000トンということで、

11分の１を大空町に負担していただくというふうに

考えております。 

○深津晴江委員 じゃあそれでは、もともとの原水

の比率を負担してもらうけれども、概算で構わない

んですが、幾らぐらいになるか想定していらっしゃ

るでしょうか。 

○佐々木修司営業経営課長 令和12年度から令和31

年度までの20年間の平均で試算している数値になり

ますが、原価償却費、維持管理費を合わせまして、

約年350万程度の負担になろうかというような試算

の内容になってございます。 

○深津晴江委員 大空町さんが、今お示しいただい

た金額は、大空町さんから網走市に負担してもらう

という金額っていうことで、理解いたしました。 
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 大空町さんともいろいろな関係性をつくっていく

ためには、必要なもの、あるものは分けてあげると

いう考えで賛成と言うのでしょうか、いいかと思い

ますので、理解いたしました。 

○井戸達也委員長 ほかに質疑ございませんか。 

○松浦敏司委員 ちょっと私頭が古いもんですから、

よく理解できない部分が。つまり、大空に1,000ト

ン水を分けるということなのだけれども、その

1,000トンは、いわゆるトン当たりいくらでこう分

けるとかっていうことではないんですか。 

○佐々木修司営業経営課長 今回、分水というよう

な形ではなくてですね、施設を共同化するっていう

ことで許可を得ているような内容になりまして、分

水ってなりますと、供給区域の中に大空町も含めて、

しないと水道法上ちょっとできないということで、

そうした場合、参考に釧路市と釧路町なんかの関係

でも、釧路町の一部は釧路市の給水区域内に入って

おりまして、釧路市に上水道料金を支払うといった

ような形を取っていますので、原水じゃなくて上水

を分けるという形になりますと、そういった形で、

大空町の分を網走市の給水区域の中に入れて、網走

市の給水区域として給水すれば、同じような料金を

頂くことはできますが、今回はそういう形ではなく

て、ピンクの区間の施設を共同で利用するんだとい

う形の内容になりますので、そこにかかった建設費

相応分として、原価償却比を基に算定、また維持管

理費もかかっている分を基に算定した形で負担をし

ていただこうかというような内容になっております。 

○松浦敏司委員 理解できました。いわゆる私の頭

のイメージは、能取簡水のような形になるのかなと。

そうしたら、一定の金額的に高い料金を払って買わ

せていただくということがあるので、そういうイメ

ージだったんですけれども、そうではないというこ

とが理解できました。 

 それで例えば、あまりないんだろうと思いますけ

れども、網走でどうしても１万2,000トン必要にな

るというようなことがあるかもしれない。その場合、

この大空町に対する水の分け方というのはどんなふ

うになるんでしょう。 

○木村篤史上水道課長 今後ですね、大空町と具体

的な協議を進めていくのですけれども、今担当レベ

ルで話しているのは、大空町の施設はそのまま、何

ていうのですかね、井戸もそのまま残しますし、施

設もそのまま残すということなので、量が不足して

困っているわけではなくて、質の改善を求めてうち

から1,000トン欲しいということを言っております

ので、仮にうちが必要な場合はですね、大空町への

流入量を減らしたり、もしくは停止することも協議

の中に入れて進めていく、そういうふうに考えてお

ります。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 それで、もう１つ聞こうと思ったのは、あれ、忘

れちゃった。後で担当課に聞きます。ちょっと、ど

忘れしました。 

○井戸達也委員長 ほかに質疑ございませんか。 

○山田庫司郎委員 再確認になるかもしれませんが、

ちょっと図面を使って聞きたいのですが。 

ピンクのところが、今後、大空に給水した場合につ

いては、維持管理費として計画流量比で案分した中

で、約350万という金額を聞きましたけれども、こ

の金額が発生しますよと、こういうことですね。 

それで、この緑の点線は大空が施工するというこ

とで、ここに書いています。それと、ピンクの線が

ですね、新たに既設の導水管の位置が変わって、下

に動いてきていまして、赤い点線と水色の点線が今

度新たな導水管の設置位置になるんだと思うのです

が、これは、今回の、大空に給水をするために導水

管の位置を変更したということではないんでしょう

ね。 

○木村篤史上水道課長 今委員おっしゃったとおり、

大空町の分水のためにこの位置にしたわけではなく

て、もともと導水管の更新事業で、この位置に予定

していたものでございます。 

○山田庫司郎委員 それでわかりました。 

 新たに導水管を造るときには、畑よりは例えば道

路の敷地の中に入れようとか、いろいろと工夫され

てですね、設置位置についても計画を変えながら施

工してきているというふうに思いますから、それが

この地図上に表れたんだっていうふうに理解をさせ

ていただいて、大空が施工する緑色の点線だけが、

これが大空が建設費を負担して施行しますと、こう

いうことでいいんですね。 

 それで、ピンクの共有部分が約20キロぐらいとい

うことで、ここに延長的に書いていますから、これ

が年間350万。それと、松浦委員からも質問があり

ましたけれども、要するに給水料金、水を供給する

ので、そのお金ということは対価として求めないと

いうことで、維持管理費だけということで整理させ

ていただいていいんですよね。 

○佐々木修司営業経営課長 原価償却費も入ってい
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ますので、広い意味では維持管理費ですけれども、

建設にかかった部分の負担と、それと通常の維持管

理にかかる費用という形でございます。 

○山田庫司郎委員 ですから、水の代金はもともと

原水、これあれですけれども、僕、ただで東藻琴か

ら来ているんだと思いますけれども、そうですよ。

だから、これにお金、大空からもらうということに

は、もちろん流れとしてならないと私も思うので。

先ほど説明あったように、給水区域に指定すれば料

金としてもらって、大空が、それきっとまたもらう

んだとは思いますけれども、そこをうちらはタッチ

できませんが。いや、わかりました。水の代金は、 

給水の料金はもらわないと。 

それで、減価償却を含めた維持管理費を計画流量

で案分した中で、今後もらっていきますと。だから、

金額がまた下がっていく可能性があるんでしょ、減

価償却も入っているということは。そうですよね。 

○佐々木修司営業経営課長 今後、建設事業、仮に

導水管のほうに何かしら建設費がかかるとかってい

うのも含めて、費用については計画流量比でという

ふうに考えているところでございます。 

○山田庫司郎委員 大空町さん、東藻琴もそうです

けれども、お互い上下水道の関係では本当に協力し

合っている私は自治体だと思っています。それで、

もっと早く相談がなかったのかなと思うぐらいなの

ですが、こういう時期になったら、それはそれとし

てですね、やっぱり協力できることはやっぱり最大

限に協力して、お互い損しないような形、ウィンウ

ィンの状況がいいと思いますから、その辺だけ整理

させていただいて、対応していただくのが私はいい

かなというふうに思います。 

○松浦敏司委員 思い出しました。山田委員が質疑

していて思い出したんですけれども、要するに、も

ともと水は大空町東藻琴と。昔で言えば行政区は別

でしたけれども、もともとそこのお水を頂いている

といいますか、という状況なので、そういう意味で、

当然、今回そういう形で供給するというのはいいこ

とだし、お互いに協力し合うという点では、友好を

深めるという点でもいいですし、下水道とかも含め

て、そういう点では大空との関係がよりいい関係に

なっていくことにもつながるだろうと思いますので、

理解いたしました。 

 以上です。 

○井戸達也委員長 ほかに質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、お諮りをいたします。 

 議案第11号公の施設の区域外設置及び利用に関す

る協議については、全会一致により原案可決すべき

ものと決定してよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

それでは、そのように決定いたします。 

 

○井戸達也委員長 次に、報告第１号令和６年度網

走市一般会計補正予算に係る専決処分の報告につい

て、説明を求めます。 

○高井秀利選挙管理委員会事務局長 議案資料34ペ

ージ、資料10号を御覧願います。 

 令和６年度一般会計衆議院議員選挙費の補正予算

に係る専決処分の報告について、御説明いたします。 

 １．補正及び専決処分の理由及び内容でございま

すが、第50回衆議院議員総選挙及び第26回最高裁判

所裁判官国民審査が令和６年10月27日に執行される

ため、この予算措置について緊急を要することから、

地方自治法第179条第１項の規定により、専決処分

したものであります。補正内容は資料の表に記載の

とおりで、総額2,691万5,000円となっております。 

 次に、２．補正額でありますが、（１）歳出予算

に記載のとおり、財源は全額、道委託金となってお

ります。 

 次に、３．専決処分年月日でありますが、令和６

年10月１日付で専決をしております。 

 以上で説明を終わります。 

○井戸達也委員長 ただいまの説明で質疑等ござい

ますでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、お諮りいたします。 

 報告第１号令和６年度網走市一般会計補正予算に

係る専決処分の報告については、全会一致により報

告承認すべきものと決定してよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、そのように決定をいたします。 

 それでは、ここで理事者入れ替えのため、暫時休

憩いたします。 

午後１時30分休憩 

午後１時32分再開 

○井戸達也委員長 それでは次に、「核兵器禁止条

約締結国会議」へのオブザーバー参加を求める意見

書提出要請について、皆さんの御意見をお示しいた

だきたいと思います。 

○松浦敏司委員 これは私ども議員団が提出させて
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いただいたのですが、御存じのように、核兵器禁止

条約、失礼。日本原水爆被害者団体協議会がノーベ

ル平和賞を受賞したということであります。遅いく

らいかなというふうに思いますが、しかし、やはり

このノーベル委員会は、被爆者の草の根の運動に対

して、核兵器のない世界の実現に尽力し、核兵器が

二度と使われてはならないことを証言を通じて、示

してきたというふうに評価をしております。 

日本は世界で唯一、戦争で被爆した国ということで

す。 しかし残念ながら、日本政府はこの核兵器禁

止条約に、締結に同意していません。署名も批准も

していないということです。ただ、やっぱり多くの

方々から、せめて与党の公明党からも、せめてオブ

ザーバー参加をというふうに求めているように、今

まさに日本政府として、せめてオブザーバー参加を

すべきだというふうに私も思いまして、ぜひこの意

見書、要請について皆さんの御同意を頂きたいとい

うことで、お願いしたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

○井戸達也委員長 それでは、皆さんから発言を求

めます。 

○澤谷淳子委員 このオブザーバー参加ということ

で、今回この意見書のほうは、私も採択でお願いい

たしたいと思います。 

 やっぱり核兵器廃絶は、本当に皆さんの願うとこ

ろなのですが、やはりアメリカとの、その日本との

安保の条約のある関係で、現実路線として進めてい

くプロセスに、これが大変必要となってくると思い

ますので、オブザーバー参加を求める意見書を採択

でお願いいたします。 

○深津晴江委員 この日本原水被爆者団体協議会が

ノーベル平和賞を受賞したということは、本当に世

界がこの被爆、核兵器禁止というところについて、

応援して、応援というのかな、支持しているという

ふうに考えています。ぜひ本当に、唯一の被爆国で

ある日本が、この会議に出席しないということ自体

が、私としてはやはり信じられないというふうに思

いますので、本当にせめてオブザーバー参加からで

も、まずは行ってほしいという、私も思っておりま

すので、採択でお願いいたします。 

○井戸達也委員長 ほかに御発言ございませんか。

採択という御意見、御見解を示されておりますけれ

ども、よろしいですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 不採択等の御意見はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 よろしいですか。 

それでは、お諮りをいたします。 

 「核兵器禁止条約締結国会議」へのオブザーバー

参加を求める意見書提出要請については、全会一致

により採択すべきものと決定してよろしいでしょう

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、そのように決定をいたします。 

 

○井戸達也委員長 次に、企業団体献金の全面禁止

を求める意見書提出要請について、皆さんの御見解

をお示しいただきたいと思います。 

○松浦敏司委員 これも私ども提出させていただき

ました。 

 これは、さきの衆議院選挙での最大の争点という

ふうになって、国民の審判も下されたということで、

今、国会でもこの問題が大きな議論になっていると

いうことで、まだ自民党のほうはなかなかすんなり

と認める状況にはありませんが、しかし、多くの政

党は企業団体献金の禁止というのを唱えているとい

うことでありますので、ぜひこれは採択してほしい。 

特にこの日本には政党助成金というのが出されて

いる。この政党助成金がつくられる今から30年前に、

これは企業団体献金を禁止するというのを前提に、

このいわゆる政党助成金というのができたはずなの

です。しかし、それが、後送りにされて、企業団体

のパーティー券を売るというようなことも残ったり

して、結局二重取りという形がずっと続いていると

いうことでありますから、やはり本来の姿に戻すと

いう意味でも、ぜひ企業団体献金の全面禁止を求め

る意見書に、御賛同いただきたいと思います。 

○井戸達也委員長 ほかに御発言を、お願いいたし

ます。 

○澤谷淳子委員 これについてはですね、別にこれ

に反対とかというよりも、今、政府のほうで第三者

機関にしっかり議論してもらって、それに決定した

部分にしたことについては、各政党はもう真摯にそ

れを尊重していこうということで、今ちょうどこれ

が第三者機関に検討、議論をしてもらおうと決まっ

たばかりなので、松浦さんの言ったことはよくわか

るんですけれども、ちょっと継続にさせていただき

たいなと思います。 

 それで、１つだけ私、自分が悩むのでいつも思っ

ていることをちょっとだけ言わせていただきますと、
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この共産党さんが請願とか意見書とか出してくるの

って、国に直接自分たちで言えることですから、議

会の一致をもって本当にやらなければいけないこと

なのかなというのがいつも私は悩むんですよね。そ

れで、自分の所属している党の考えもやはりどうし

てもあるので、共産党さんはばんばん言ってくるん

ですけれども、それは本当に市議会として一致させ

て、意見書を出さなければいけないものなのでしょ

うかというのを、ちょっと疑問がありつつ、いつも

答えているので、それをどうこうしてって今日言っ

ているわけではないんですけれども。 

 一応、これは継続でお願いします。 

○松浦敏司委員 今の澤谷委員の意見、なぜ出すの

かというようなことですが、意見書っていうのは、

その自治体の議会が判断して、そして国に対して、

このようにしてほしいという要望を出すわけで。 

だから、そういう意味で、国に対して改善をして

ほしいということを、私どもは網走市の市議会に同

意を求めて、その同意になったことについては、国

に直接届くという形ですから、いわゆる民意なので

すよ。民意を反映させるためにこういう制度がある

ので、これは全く問題のないことだというふうに思

いますので、これからも私たちは努力をしていきた

いと思います。 

○井戸達也委員長 他に。 

○山田庫司郎委員 私もですね、この企業団体献金、

今、国会の中でも議論になっていますし、今回の選

挙の結果を見れば、多くの国民がこういうことを求

めていると。政治をやっぱり新たに、きれいにして

くださいという、やっぱり私は有権者の声だという

ふうに思っています。 

 そういう意味で、国会の審議がなかなか前に向い

て進んでいませんから、見極めたいという気持ちも

１つわかりますし、第三者委員会にというお話もあ

りましたけれども、私はやっぱり国会でですね、第

三者委員会に委ねてもいいですけれども、国会で当

たり前のことは決めていくべきだと私は思っている

１人なのですが。ですから、ぜひ、個人献金と企業

献金は同じでしょうという言い方をされる総理大臣

もいますけれども、やっぱりそれは全然趣旨が違い

ますし、それをもらうことによって、何かがゆがめ

られることがないようにしなければいいんだという

話もありますけれども、必ず私はくっついていくも

んだというふうに思いますから、そういう意味では、

この企業団体献金については、絶対やっぱり禁止を

していくと。 

この流れはやっぱり変えてはいけないと思います

し、先ほど話あったように、二重取り、政党交付金

かな、１人275円だか何ぼですけれども、出してい

るお金を議員の数によって交付しているわけですか

ら、そのことをするからこれはやめましょうと、そ

ういう話になっていたのが、何にも触れないでもう

30年たっているのです。ここは、国民に対して私は

約束を守るべきだというふうに思うところも含めて、

これについては速やかにやめるべきだというふうに

思います。 

 それと、澤谷さんから、私、率直な悩みだという

ふうに思います。過去の委員会でも、私たちのほう

から出したあれについても、それは国会であなたた

ちの政党がやれることじゃないという話もありまし

た。それはそれです。それで、この請願や陳情とい

うのは、最終的に網走市の議会としての意見書に、

採択になれば変わっていくわけですから、これは私

たちが代表している多くの市民の声だというふうに、

私は、裏を返せばなるわけなので、網走市民の多く

はこういうことを願っているんだということを国会

に物申すという意味で、意見書は採択になれば必要

だというふうに思いますので、何も心配することは

ないと思いますし、ここで議論してですね、採択す

べきものはしていくべきだというふうに思います。 

○井戸達也委員長 ほかに御意見ございませんか。 

○石垣直樹委員 様々な議員からお話がございまし

たが、この問題に関しては、本当にいい加減にして

ほしいというのが個人的なところでございます。 

 この書かれた全文に同意できるわけではありませ

んが、政治改革は早急に必要なことだと思います。

国民が政治、政治家に愛想を尽かしている状況だと

いうふうに痛く感じているところですので、まずは

この政治とカネの問題を解決するべく、この件に関

しては採択でお願いします。 

○井戸達也委員長 ほかに御意見ございませんか。 

○立崎聡一委員 この件に関しましてなのですけれ

ども、うちの会派でもいろいろとお話がありまして、

正直なところを申しまして、やはりきちっとすべき

だという人と、そうじゃないという人の意見が分か

れていたのも事実でございます。これ、うちの会派

でまとまった答えとしましては、継続ということで

一定の着地は見せたところであります。 

 というのは、いろいろ政治と金という、企業献金、

個人献金の話もあります。で、何ていうのでしょう、
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実際、これ受け手側、要するに、頂いた側って言っ

たら変な話なのですけれども、そちらのほうの責任

がきちっとなされていなかったんだろうなというふ

うに思います。国民の皆さんにもきちっとそこは説

明して、責任を、説明をしてきちっと示しておけば、

何も問題なかった話ではないのかなというふうに理

解もしますので、第三者委員会という話もあります

けれども、ここはいきなり不採択というわけではな

くて、継続してやはり様子を伺って、状況を見守っ

ていきたいというのが、うちの会派の意見でござい

ます。 

○井戸達也委員長 他に。 

○山田庫司郎委員 もし委員長の御了解を頂ければ、

議員間討論、ちょっとしたほうがいいかなと、ちょ

っと思ったんですが、いかがでしょうか。 

○井戸達也委員長 申出でしょうか。議員間討論の

申出ということで。わかりました。 

○山田庫司郎委員 いや、今、立崎さんから会派の

意見ということで出ましたけれども、議論ちょっと

させていただきたいのは、様子ももう少し見たいと、

こういうお話でしたけれども、私たちは、私はです

ね、やっぱりこの企業献金をもらうことによって、

何かがやっぱりゆがめられているからおかしくなっ

ているんだっていうふうに思いますし、今回のやっ

ぱり裏金問題も、この献金が私は発端だっていうふ

うに単純に思っているところもあるので。このやっ

ぱり、基本の部分を直さないと、やめなかったら、

また同じことが、抜け道を必ずつくりますから、法

律というのは。 

ですから、きちっとここはもうもらわないと、禁

止だということを明確にうたうべきだというふうに

思っているので、様子を見るどころか逆に国会に、

私は物申していくべきだ、あの地方議員の立場です

けれども、議員として同じ立場で、やはり私は、意

見を言うべきだと、意見書を出すべきだというふう

に思うんで、ここちょっと議員間討論をさせていた

だいたんですが、立崎さんも１歩踏み込んで、会派

の皆さんももう１回再考していただければと、こん

なふうに思いますけれども。 

○立崎聡一委員 議員間討論ということで、山田委

員の意見も、わかりました。ということで、持ち帰

るという意味でも、やはりこれは継続しなければ、

私１人の意見で賛成、不採択ということはここの場

では申し上げられませんので、大変申し訳ないです

けれども、継続ということで御了承願いたいなとい

うふうに思います。 

○井戸達也委員長 ほかに御発言ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、お諮りをいたします。 

 企業団体献金の全面禁止を求める意見書提出要請

については、継続という取扱いをしたいと思います

が、よろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、そのように決定をいたします。 

 

○井戸達也委員長 次に、女性差別撤廃条約選択議

定書の速やかな批准を求める意見書提出要請につい

て、皆さんの御見解をお示しいただきたいと思いま

す。 

○松浦敏司委員 これも私どもが要請をさせていた

だきました。 

 文章にあるように、以前から国連は日本に対して

求めているわけです。日本も1985年に批准したんで

す。さらに1999年に条約の実効性を高めるため、個

人通報制度と調査制度を認めたと。女性差別撤廃条

約選択議定書は、国連の総会で決議採択されたわけ

で、2000年に発効したということであります。 

しかし、なかなか日本の政府は、この女性差別撤

廃条約を批准したか、意味での推進という点ではな

かなか進んでいないと。世界の中でも非常に遅れて

いる状況が続いているということでありますので、

ぜひこれは早く、他の先進地のように、女性を差別

しない、そういう国になるべきだというふうに思い

ますので、ここにちょっと書いていますが、日本は

146か国中118位というような状況がありますので、

これはぜひ皆さんの同意を得て、国にしっかりとこ

のことを求めていくべきだというふうに考えるもの

ですから、ぜひ御同意いただければというふうに思

います。 

 よろしくお願いします。 

○井戸達也委員長 ほかに御発言ございませんか。 

○澤谷淳子委員 こちら、今また松浦さんの質問で、

説明でありましたけれども、わかりやすいところで

いうと、今この議場も３人の女性議員しかいなくて、

やはり政治分野への参画というところも改めていっ

てほしいなというのも思いますし、こちらも、私も

採択でお願いいたします。 

○井戸達也委員長 ほかに御発言ございませんか。 

○深津晴江委員 この女性差別っていうところが、

きっと、多分そこが理解されていない部分があるの
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かなと思うんですね。考えとしてはわかっていても、

実世界でやはりいろいろな不具合、生じています。 

 私、個人的にも、様々女性だからというところで、

不利益を被っているところは多々感じているところ

がありますので、ぜひこの意見書については採択で

お願いいたします。 

○井戸達也委員長 ほかに御発言がございますか。 

○石垣直樹委員 これは非常に難しいんですよね。

ちょっと勉強させていただきました。 

 御説明にもあったとおり、女性差別撤廃条約には

批准しておりますと。批准というのは、条約に対す

る国家の最終的な確認と確定的な同意です。女性差

別撤廃条約に批准したけれども、選択議定書には批

准していないですよね。この選択議定書に批准をす

ると、個人通報制度と調査制度が適用されてしまう

んです。これがそうなるとどうなるかというと、日

本の司法において、女性差別撤廃条約を裁判に適用

しなければいけないことになるんです。また、国や

地方自治体も、差別された個人を救済するための方

策を取らなければいけないですとか、いろいろ制度

が変わっていくんですね。 

 特に、司法の場においては、選択的夫婦別姓、今

進めておりますが、夫婦別姓を司法の場で認めない

という判決が出ると、女性差別撤廃条約の違反にな

ってしまうんです。そのように、民法を変えなけれ

ばいけないですとか、様々な制度を変更しないと、

整合性が図れないんですね。日本の国際法のさらに

上に国際条約が来ちゃうので、日本の法律の上に、

更に上に国際法が来てしまうので、今まで培ってき

た法治国家の日本の仕組みをいろいろと変えなけれ

ばいけない。これは本当に大変なことだと思います。

恐らく、ほかにも要因があると思うんですけれども、

女性差別撤廃条約には批准したけれども、選択議定

書に批准しない国は３分の１あるとここにも書かれ

ておりますね。 

 ですので、これは国が、今政府が、男女共同参画

基本計画をつくって進めておりますので、そちらを

推進していくべきかと考えますので、不採択でお願

いします。 

○井戸達也委員長 ほかに御発言ございませんか。

ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 現時点において、採択３名、そして不採択が１名

ということになります。取りまとめをしてしまって

よろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 ということでございますので、この女性差別撤廃

条約選択議定書の速やかな基準を求める意見書提出

要請については、継続という形を取りたいと思いま

すが、よろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、そのような、そのように決定をいたし

ます。 

 意見書が採択されておりますので、これらを確認

するために、一旦、暫時休憩したいと思います。 

午後１時55分休憩 

午後１時58分再開 

○井戸達也委員長 それでは、再開いたします。 

 意見書案の内容を、確認していただきたいと思い

ます。 

 まず、請願第16号のアプトフォー活性化のために、

フリースペースの設置を求める請願については、委

員長名により委員会として本会議に上程し、請願の

提出先は、地方自治法第125条の規定に基づき、市

に提出することに、次に、「核兵器禁止条約締結国

会議」へのオブザーバー参加を求める意見書提出要

請については、委員長名により、委員会として意見

書案を本会議に上程し、請願の提出先は、地方自治

法第99条の規定に基づき、関係行政庁に提出するこ

とに決定するということで、よろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、そのように決定をいたします。 

 以上をもちまして、総務経済委員会を終了いたし

ます。   

 お疲れさまでした。 

午後１時59分閉会 

 


